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中期目標 中期計画

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標

１ 教育に関する目標

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標

１．グローバルな視点と経験を持って社会で活躍

する人材の育成に向けて、多様な学事暦を平成

29年度から導入・順次拡大し、留学やインター

ンシップ等の主体的な学びへの動機づけとなる学

外学修の機会を拡大するとともに、留学生を含め

た多様な学習環境を提供する。

H28

１．多様な学事暦を構築するため、

クォーター単位での授業科目を提供

できるよう、基本方針、関係規則等

を整備する。 H29

１．多様な学事暦の導入として、

クォーター単位での授業科目の提供

を開始する。

H30

１．学外学修の機会拡大のため、平

成 31年度から実施予定の共通教育の

再編に合わせて、共通教育等科目を

原則クォーター科目として実施する

体制を整備する。また、課題の検証

や改善に向けた実態調査を行う。

R1

１．留学生と日本人学生による協働

学修科目を拡充するとともに、留学

やインターンシップ等の学外学修と

連動したクォーター科目を実施す

る。

R2

１．留学やインターンシップ等の学

外学修の機会拡大のため、留学生と

日本人学生による協働学習科目及び

クォーター科目等を拡充する。 R３

１．新型コロナウイルス感染症対策

を踏まえつつ、留学やインターン

シップ等の学外学修機会の提供を維

持するとともに、留学生と日本人学

生による協働学習科目及びクォー

ター科目等を継続して実施する。

Ⅲ 中期計画を実施している。

２．学士課程では、学生の学修成果の向上のた

め、学士教育プログラムにおける成績評価システ

ムを検証し、学生の学問的な興味・関心や成績状

況に適した科目履修選択が行えるよう、年次指導

教員による履修指導を徹底するとともに、履修科

目取り消し（ウィズドロー）制度を平成29年度

から導入する。

H28

２．学士教育プログラムにおいて、

評価基準（ルーブリック等）を用い

た成績評価基準を明確にし、成績評

価システムの検証を行う。併せて履

修科目取消し（ウィズドロー）制度

導入のための規程を整備する。

H29

２．履修科目取消し（ウィズド

ロー）制度を導入する。また、履修

指導充実のため、年次指導教員に対

する研修を実施する。

H30

２．学生の学修成果の検証に基づ

き、学士教育プログラムにおける質

保証を確保する。また、履修登録の

上限単位数をより実質化するため、

履修指導に関する研修を年次指導教

員に対して実施する。さらに、コン

ピテンシー教育のためのセンターの

設置を準備する。

R1

２．教学マネジメントを強化するた

め、グローバル教育支援機構に大学

教育支援部門を新設するとともに、

シラバスのピアレビューや学生調査

により学士教育プログラムにおける

成績評価システムの検証・改善を行

う。

R2

２．本学の教学マネジメント体制を

基に、学士教育プログラムにおける

体系的な教育実践の成果の点検・評

価を踏まえ、成績評価システムの検

証・改善を行う。 R３

２．各学士教育プログラムにおいて

体系的な教育実践を行い、その教育

成果を把握した上で、点検・評価、

教育改善を組織的に実施し、学生の

学修成果の向上に向けた取組を継続

する。

Ⅲ 中期計画を実施している。

３．学士課程では、大学での主体的かつ協働的な

学びへの転換とその定着を図るため、アクティ

ブ・ラーニングによる初年次教育科目を必修化す

る。また、eラーニング及び遠隔授業システム等

を活用して、学部間連携、産学官連携及び国内外

の大学間連携に基づく協働教育を拡充する。

H28

３．アクティブ・ラーニングによる

初年次教育科目の具体的内容につい

て全学的な方針を定める。

H29

３．前年度に策定した能動的学習の

導入に関する基本的な考え方に基づ

き、共通教育等科目及び専門教育科

目において、アクティブ・ラーニン

グを伴う科目を設定する。また、ア

クティブ・ラーニングを伴う科目を

初年次に必修科目等として段階的に

提供する。

H30

３．学生の主体的・協働的学びを促

進するために、アクティブ・ラーニ

ングを用いた必修の共通教育等科目

を拡充するとともに、学部間連携及

び国内外の大学間連携に基づく協働

教育を実施する。

R1

３．アクティブ・ラーニングによる

初年次教育及び協働教育の効果につ

いて、学生の主体性及び協働性を中

心とした学生調査により検証し、必

要に応じて教育内容等の見直しを行

う。

R2

３．学士教育プログラムで、アク

ティブ・ラーニングによる初年次教

育を実施するとともに、学部間連

携、産学官連携及び国内外の大学間

連携に基づく協働教育について検証

する。

R３

３．各学士教育プログラムで、アク

ティブ・ラーニングによる初年次教

育の実施を継続するとともに、「教

育等プロジェクト推進経費」を活用

した授業やCOIL型教育を活用した授

業における協働教育について検証す

る。

Ⅳ
中期計画を実施し、優れた実績を上げ

ている。

４．学士課程の共通教育科目において、地域社会

に関する知識を深めつつ考える能力を高め、社会

貢献意識を学生に身につけさせるため、地域の特

徴や課題を学ぶ科目として地域創生科目を開設す

る。

H28

４．地域の特徴や課題を学ぶ科目と

して、共通教育科目において地域創

生科目を選定する。

H29

４．地域社会の発展に主体的かつ能

動的に貢献することのできる実践的

人材を育成するため、副専攻プログ

ラムを開設する。 H30

４．平成29年度に設定した地域創生

科目を拡充し、学生調査により効果

を検証する。

R1

４．地域社会に関する知識及び社会

貢献意識の状況について、学生調査

及び企業調査により検証し、必要に

応じて地域創生科目の提供内容等の

見直しを行う。

R2

４．「琉球大学における地域志向教

育及びキャリア教育に対する基本方

針（2018年11月20日）」に基づく

学士教育プログラムのカリキュラム

編成状況を調査するとともに、地域

創生副専攻の科目の提供内容等の検

証を行う。

R３

４．学士課程の共通教育科目におけ

る地域創生科目の学修成果を検証す

るとともに、必要に応じて科目の提

供内容等の見直しを行う。 Ⅲ 中期計画を実施している。

５．地域における教員養成拠点となるため、附属

学校や地域の学校等との関係をより緊密にし、教

科及び教職に関する科目を有機的に結びつけた体

系的な教職課程を編成して、学生の自律的・実践

的な能力を育成し、沖縄県における小学校教員採

用者の占有率を40％とする。また、質の高い学

校教員の養成に資するよう、本学における教員養

成のための全学的な仕組を構築する。

H28

５．附属学校や地域の学校との関係

をより緊密にし､教科及び教職に関す

る科目を有機的に結びつけた体系的

な教職課程の編成に取り組む。ま

た、教員養成のための全学的な仕組

みについて議論するとともに、教育

職員免許法の改正に向け、課程認定

の準備に着手する。

H29

５．学生の自律的・実践的な能力を

育成し､沖縄県における小学校教員採

用者の占有率40％以上を目指す。ま

た、教員養成のための全学的な仕組

みを運用し、教育職員免許法の改正

に合わせて課程認定の準備を完了す

る。

H30

５．学生の自律的・実践的な能力を

育成し､沖縄県における小学校教員採

用者の占有率40％以上を目指す。ま

た、改正された教育職員免許法に基

づいた体系的なカリキュラムを編成

し課程認定を受ける。

R1

５．学生の自律的・実践的な能力を

育成し､沖縄県における小学校教員採

用者の占有率40％以上を目指す。ま

た、改正教育職員免許法に則した教

員養成カリキュラムを実施する。 R2

５．改正教育職員免許法に則した教

員養成カリキュラムについて点検す

る。

R３

５．沖縄県における小学校教員現役

合格者に対する教育学部学生の占有

率を把握するとともに、改正教育職

員免許法に則して新設された教職科

目の履修状況を全学的に点検する。 Ⅲ 中期計画を実施している。

６．大学院課程においてグローバルな視点から地

域創生を担う人材を育成するため、産学官等との

協働に基づいて、地域の政策や産業、医療、学校

教育等における課題の解決に資する取組や研究を

活用した実践的な高度専門教育プログラム（5件

以上）を実施する。

H28

６．大学院委員会において、実践的

な高度専門教育プログラムの開設及

び実施に関する全体計画を策定す

る。 H29

６．前年度に策定した高度専門教育

プログラムの実施に向けた、教員研

修を行う。

H30

６．大学院課程において、グローバ

ルな視点から地域創生を担う人材を

育成するため、実践的な高度専門教

育プログラムを実施する。 R1

６．実践的な高度専門教育プログラ

ムによる学修成果の状況について、

学生調査等により検証し、必要に応

じてプログラムの提供内容等の見直

しを行う。
R2

６．実践的な高度専門教育プログラ

ムによる学修成果の状況について、

学生調査や大学院プログラムへの調

査等による成果の検証を行う。 R３

６．実践的な高度専門教育プログラ

ムの実施状況を確認し、プログラム

の効果を検証する。

Ⅳ
中期計画を実施し、優れた実績を上げ

ている。

７．大学院教育の質保証を図るため、琉大版質保

証システム（URGCC）に基づいて大学院版を開

発して平成29年度から導入し、学部入学から大

学院修了までの共通の教育目標を軸とした一貫し

た教育を行う。また、高い倫理観と広い視野を

もった高度専門職業人を養成するため、研究倫理

等に関する全学共通コア科目を新設する。

H28

７．大学院教育プログラム委員会を

新設し、琉大版質保証システム

（URGCC）の大学院版を開発するに

当たっての基本方針、関係規則等を

整備する。さらに研究倫理等に関す

る全学共通コア科目の開講に向けた

準備を行う。

H29

７．大学院版質保証システムの基本

的な方針を踏まえ、共通の教育目標

に基づいた大学院教育を行なう。

H30

７．大学院教育の質保証を図るた

め、大学院版URGCCを軸とした一貫

した教育を行うとともに、メタ・

ルーブリックを策定する。また、研

究倫理等に関する全学共通コア科目

を開講できる体制を整備する。
R1

７．平成３０年度に導入したＵＲＧ

ＣＣ-Advancedを基軸として、カリ

キュラムマップ等による大学院教育

ＰＤＣＡサイクルを構築する。ま

た、研究倫理等に関する全学共通コ

ア科目を設置する。
R2

７．URGCC-Advancedで構築した

大学院教育における質保証体制のも

とで、授業科目レベルでの質保証、

点検体制・実施方法等の検討を行

う。 R３

７．大学院教育の質保証システムで

あるURGCC-Advancedを継続して

実施する。また、高い倫理観と広い

視野をもった高度専門職業人の養成

のため、全学で策定した「琉球大学

大学院学生に対する研究倫理に関す

る基本方針」に基づき、継続して研

究倫理教育を実施する。

Ⅲ 中期計画を実施している。

※「４年目終了時の実施状況（自己評価）」欄について、教育・研究・社会連携・その他の計画（中期計画１～３５）については、「中期目標の達成状況報告書）」に記載した自己判定の結果です。また、附属病院・附属学校・業務運営・財務内容等の計画（中期計画３６～７０）については、「平成31事業年後に係る業務の実績及び第３期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る

業務の実績に関する報告書」に記載した自己判定の結果です。

４年目終了時の実施状況

（自己判定の結果）

第３期中期目標期間における中期目標・中期計画・年度計画一覧

年 度 計 画

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 教育に関する目標を達成するための措置

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置

１．21世紀型市民として、幅広い知識や高度の専門

知識、応用能力、課題解決能力等の獲得を通して普

遍的価値を身につけ、地域社会及び国際社会で活躍

し、その発展に貢献できる人材を育成する。

※各年度及び４年目終了時に係る自己評価書及び評価結果は、本学公式ホームページに掲載しています。

　ＵＲＬ：琉球大学公式ＨＰ「国立大学法人評価」　https://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/#c



８．専門職学位課程（法曹）では、法曹養成のた

めの高等専門教育の継続的な質的改善を行うとと

もに、地域特性に根ざしつつ国際的視野を有する

グローカルな法曹を輩出する。

H28

８．優秀かつ多様な入学者を確保す

るため、高校生が法律に興味を持つ

機会をつくるとともに、法文学部

（法学専攻）との教育連携を進め

る。また、有職者も入学可能な「一

部科目の夜間開講」に向けた準備を

行う。さらに、教育の質的改善のた

め、他大学との遠隔授業システムの

見直しを進めるとともに、学習指導

体制等を強化する。

H29

８．前年度の取組に基づき、高校生

向け法学教育の実施・充実化に努め

る。「一部科目の夜間開講」につい

て平成31年度実施に向けて整備し、

法文学部（法学専攻）との教育連携

を継続実施する。さらに、他大学と

の遠隔システム授業を実施する。

H30

８．前年度までの取組を更に推進

し、平成31年度実施に向けた「一部

科目の夜間開講」の実施体制を整備

し、人文社会学部（法学プログラ

ム）との教育連携を継続実施する。
R1

８．人文社会学部との教育連携の下

で実質６年一貫の法曹教育を行う。

夜間開講の導入により多様な学生を

受け入れる。新カリキュラムにより

教育内容の改善を図るとともに、

「グローカルかつ性の多様性を尊重

する法曹」の育成のための新たな科

目を開講する準備を行う。

R2

８．未修者教育を始め学修環境を充

実させるとともに社会人受入体制を

強化する。また、国際交流協定を活

かした取組の実施に向けた検討を行

う。
R３

８．未修者教育をさらに充実させる

とともに、多様な学生の受入体制を

強化する。また、台湾の大学との国

際交流協定に基づく各種取組を実現

するための体制を整備する。
Ⅲ 中期計画を実施している。

９．専門職学位課程（教職）では、より実践的な

指導力・展開力を持つ新しい学校づくりの有力な

一員となる新人教員や指導理論と優れた実践力・

応用力を備えたチームリーダーを養成するため、

実務家教員と研究者教員のチーム・ティーチング

による授業を通じて理論と実践を架橋した教育を

拡充することにより、修了者の教員就職率80%

を確保し、地域の学校教育力の向上に貢献する。

H28

９．教職大学院では、新しい学校づ

くりの有力な一員となる新人教員候

補者や将来のチームリーダーとして

期待される現職教員を受け入れると

ともに、その選抜方法に関して、公

平性・開放性等が確保されている

か、その検証方法を開発する。

H29

９．学生の受入について、入学者受

入方針に基づき、公平性・開放性等

を確保し、適切に実施しているかを

前年度検討した方法で検証する。前

年度に入学した学生（第1期生）の修

了状況を踏まえ、理論と実践の融合

に留意した体系的な教育課程の在り

方を検証する。

H30

９．修了生（第1期生）の現場実践の

様子を把握するため、第2期生修了報

告会を兼ね、ホームカミングデーを

実施する。また、認証評価を受審

し、その結果を踏まえ、養成すべき

人材像に迫るために必要な取組を行

う。

R1

９．新しい学習指導要領の下での学

校教育実践の進捗状況を踏まえつ

つ、理論と実践を架橋した教育を拡

充する。
R2

９．教職大学院での教員養成教育の

質保証のために行った改善策の効果

や妥当性について検証を行う。

R３

９．教職大学院での教員養成教育の

質保証に必要な質的・量的充実に資

する組織的な取組に関する改善策の

検証結果に基づき、教員養成教育の

強化に取り組む。
Ⅲ 中期計画を実施している。

（２）教育の実施体制等に関する目標

２．学生に広く知識を修得させ、基礎的教養と専門

性を連結した応用能力を身につけさせる総合的な実

施体制に基づいて、多様な教育資源を活用した大学

教育を展開する。

10．教育プログラムの点検と改善を確実なもの

とするため、グローバル教育支援機構が中核とな

り、大学評価ＩＲマネジメントセンターと協働し

て入学から卒業・就職までの学生データに基づい

て、プログラム間の相互評価と教育改善を行う。

H28

10．グローバル教育支援機構がIR推

進室と協働で、教育プログラムの点

検と改善を確実なものとするための

学生データの収集、活用方法等に関

する基本方針を策定する。

H29

10．前年度に策定した学生データの

収集、活用方法の基本方針に基づ

き、大学評価IRマネジメントセン

ター（旧IR推進室）と協働してデー

タの分析評価を全学及びプログラム

単位で行う。

H30

10．前年度までの実績に基づき、教

育プログラムの充実のため、本学の

卒業生及び企業を対象とした調査を

行い、その結果を分析・評価し、改

善案を策定する。

R1

10．学生調査及び卒業生調査のデー

タ分析を行い、教育プログラム間の

相互評価と教育改善を行う。
R2

10．プログラム間の相互評価を踏ま

えた教育改善を実施する。

R３

10．学生データに基づいた教育プロ

グラム間における相互評価を踏ま

え、教育改善を継続して実施する。
Ⅲ 中期計画を実施している。

11．教育内容及び方法等の改善に向けて、アク

ティブ・ラーニング、琉大版質保証システム

（URGCC）、教材開発等を含む体系的な教職員

研修プログラムを開発し、平成28年度から全学

的に実施する。

H28

11．教育内容及びその方法等の改善

に向けた教職員研修プログラムを開

発し、一部研修を先行実施する。 H29

11．前年度に開発した教職員研修プ

ログラムを実施する。

H30

11．教職員研修プログラムを継続的

に実施し、受講者の評価に基づき改

善案を策定する。 R1

11．教職員研修プログラムについて

年間実施計画により体系化し、全学

的FDを強化する。 R2

11．体系的な全学的FDを実施すると

ともに、検証及び必要な見直しを行

う。 R３

11．体系的な全学的FDを継続して

実施するとともに、実施状況の検証

及び必要な見直しを行う。 Ⅲ 中期計画を実施している。

12．教育学部において、実践的な指導力の育

成・強化に向けて、学校現場で指導経験のある教

員を30％確保する。

H28

12．教育学部教員採用にあたって、

学校現場での指導経験者の応募を呼

び掛け、かつ、沖縄県教育委員会と

の人事交流を１名から３名に増や

す。また、改組後も学校現場での授

業づくり・カリキュラム開発等に参

加する教員数割合30％を確保する。

H29

12．教育学部教員採用に当たって、

学校現場での指導経験者の応募を呼

び掛けるとともに、沖縄県教育委員

会との人事交流教員数３名を維持す

る。また、学校現場での授業づく

り・カリキュラム開発等に参加する

教員数割合35％以上を目指す。

H30

12．教育学部教員採用に当たって、

学校現場での指導経験者の応募を呼

び掛け、学校現場での指導経験を有

する者の割合を引き上げる。また、

学校現場での授業づくり・カリキュ

ラム開発等に参加する教員数割合

40％以上を目指す。

R1

12．教育学部教員採用に当たって、

学校現場での指導経験者の応募を呼

び掛け、学校現場での指導経験を有

する者の割合30％以上を目指す。ま

た、学校現場での授業づくり・カリ

キュラム開発等に参加する教員数割

合45％以上を目指す。

R2

12．学校現場での授業づくり・カリ

キュラム開発等に参加する教員数割

合45％以上が達成できているか点検

する。 R３

12．学校現場での指導経験を有する

者の割合30％以上を維持し、実践的

な指導力の育成・強化を図るための

環境を整える。 Ⅳ
中期計画を実施し、優れた実績を上げ

ている。

13．国際的な視野から専門的な知識・能力を涵

養するため、国内外の協定大学等との学生交流及

び国際的教育プログラムによる教育連携を拡大す

る。 H28

13．国内外の協定大学等との学生交

流を実質化するための具体的方針

（単位互換の在り方等を含む）を策

定する。 H29

13．前年度に策定した学生交流を実

質化するための方針に基づき、太平

洋島嶼地域の協定大学との交流拡充

のため、協定大学から学生を受け入

れる体制を整備する。

H30

13．日本人学生と留学生による協働

学修科目を活用して学生のグローバ

ル実践能力の向上を図るとともに、

太平洋島嶼地域の協定大学から受け

入れた留学生との交流を通じた日本

人学生のグローバルマインドを涵養

する。

R1

13．学生交流及び国際的教育プログ

ラムを通じた学生の国際的な視野獲

得について、留学の学修成果分析

（BEVI）等により検証し、必要に応

じてプログラム等の見直しを行う。

R2

13．これまで実施してきた学生交流

及び国際的教育プログラムに関する

検証の結果を踏まえ、必要な見直し

を行う。 R３

13．これまで実施してきた学生交流

及び国際的教育プログラムを総括

し、ICTを活用した国際共修を充実

させる。 Ⅳ
中期計画を実施し、優れた実績を上げ

ている。

（３）学生支援に関する目標

３．学生の安心・安全に配慮し、学修、生活、就職

に係る多様できめ細やかな支援を展開する。

14．学生の学修環境や課外活動等の改善に資す

るために、メンタルヘルスやハラスメントにきめ

細かく対応できる組織・制度の整備及び運用改善

を行うとともに、障がいのある学生に対する合理

的な配慮等の支援を強化する。 H28

14．学生のメンタルヘルスケア充実

のため大学院生を活用したピアカウ

ンセリング（同世代相談）のニーズ

について調査する。フィジカルヘル

スケアに関連して保健管理センター

では、学生定期健康診断等で、学生

の健康管理状況を点検し、課題を明

らかにする。

H29

14．大学院学生を活用したピアカウ

ンセリングを実施するとともに、県

内外の関係機関等と障がい学生支援

に関する情報交換会の企画・実施を

行う。また、フィジカルヘルス支援

のために保健管理センターから、健

康課題について学生及び教職員に情

報発信を行う。

H30

14．ピアカウンセリング体制の点

検・改善を図り支援を強化する。ま

た、学内外関係機関等と連携して障

がい学生支援について地域に向けた

情報発信を行うとともに、学生を活

用した障がい学生支援制度を実施す

る。

R1

14．ピアカウンセリング体制を点

検・改善し、引き続き支援を行う。

また、障がい学生支援の充実や地域

に向けた情報を発信する。

R2

14．メンタルヘルスに関するピアカ

ウンセリング体制を点検・改善し、

支援を行う。ハラスメントが原因の

メンタルヘルス相談については、保

健管理センターとハラスメント相談

支援センターとの連携を充実させ

る。また、障がい学生支援の充実に

加え、学生の心身の健康増進に向け

た取組を実施する。

R３

14．新型コロナウイルス感染症対策

を踏まえ、引き続き心身の健康情報

の発信に努める。ハラスメント事案

については各相談窓口からハラスメ

ント支援センターに紹介するなど連

携しながら対応する。また、障がい

学生支援では、引き続き就職支援に

向けた情報収集・発信に努める。

Ⅳ
中期計画を実施し、優れた実績を上げ

ている。

15．学生が持続的な自己開発力を自ら発揮する

とともに、国際的な視野で地域に根ざして活躍で

きるよう、指導教員制度の運用改善や体系的な

キャリア支援システムを通じて、入学から進路決

定まで学修、生活、就職支援の取組を強化する。
H28

15．第２期中期目標期間で実施した

インターンシップを含む体系的な

キャリア教育のカリキュラムの実効

性を検証する。また、作成した専門

人材養成テキストを用いてキャリア

教育に携わる教職員の研修を実施す

る。体系的なキャリア教育カリキュ

ラム及び専門人材テキストによる研

修等の取組状況を学内外に発信す

る。

H29

15．キャリア教育のカリキュラムの

実効性を検証するとともに、学生へ

のキャリア関係科目の受講拡大のた

め、選択必修化を推進する。また、

教員免許状更新講習において、キャ

リア教育関連科目を提供する。これ

らの取組について、高等学校向けに

情報発信する。

H30

15．キャリア教育科目の選択必修化

を推進するとともに、専門人材養成

のためのFD・SD研修を実施する。

R1

15．学部と連携した体系的なキャリ

ア教育カリキュラムを整備する。ま

た、県外就職活動支援事業等の学生

支援取組を引き続き行う。

R2

15．キャリア教育センターと学部の

さらなる連携体制構築を含めた新た

な教育・支援施策の策定を推進す

る。

R３

15．キャリア教育センターと学部と

の連携を強化し、キャリア教育・支

援をさらに推進する。

Ⅳ
中期計画を実施し、優れた実績を上げ

ている。

16．自己収入増による授業料免除枠を拡大する

とともに、寄附金により、学生の修学環境を支援

することを目的に設置された琉球大学学生援護会

等を活用して、給付型支援事業等を大学院生にも

拡充する。
H28

16．授業料免除対象者を拡充するた

め、授業料免除申請基準額を見直す

とともに、琉球大学学生援護会の事

業計画を見直して給付型経済支援事

業を拡大する。
H29

16．自己収入増による大学独自の財

源を活用し授業料免除者の維持・拡

充に努める。また、琉球大学基金及

び琉球大学修学支援基金予算による

大学院学生への支援事業の拡充及び

新たな給付型の経済的支援事業を実

施する。

H30

16．授業料免除の維持・拡充及び給

付型支援事業を引き続き実施する。

R1

16．授業料免除の維持・拡充に努め

るとともに、給付型支援事業を引き

続き実施する。

R2

16．今年度に開始となる「高等教育

の修学支援新制度（授業料等減免と

給付型奨学金の支援）」を円滑かつ

着実に実施するとともに、新制度支

援対象外の学生を含む経済的支援の

充実に向けた方策について検討を行

い、実施する。

R３

16．修学支援制度による経済支援を

着実に遂行するとともに、大学院

生・留学生を含めた新制度対象外と

なる学生及び新型コロナウイルス感

染症の影響による経済的困窮者に対

する授業料免除や修学支援基金によ

る継続的な支援を実施する。

Ⅲ 中期計画を実施している。

（２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置

（３）学生支援に関する目標を達成するための措置



（４）入学者選抜に関する目標

４．学長のリーダーシップのもと、大学卒業後の

キャリア形成を視野に入れた高大接続システム改革

の実現に資する、多面的・総合的な入学者選抜方法

に転換する。

17．多様な背景を持った学生を適切に選抜する

ための入学者選抜方法の開発、推進及び入学後の

学修支援に向け、専門的人材の配置などによるア

ドミッション・オフィス機能の体制整備・強化を

行い、高等学校教育及び大学教育と連動した一体

的な入学者選抜改革を進める。

H28

17．専門的人材の配置などによるア

ドミッション・オフィス機能の体制

整備・強化を行うとともに、高大接

続に関する課題解決等に資するた

め、高等学校との連絡協議会（仮

称）を設置する。

H29

17．専門的人材の配置などによるア

ドミッション・オフィス機能の体制

整備・強化を行うとともに、高大接

続改革推進に関するワーキンググ

ループを開催し、高大接続改革に向

けた情報収集及び情報共有を行う。

H30

17．アドミッション・オフィス機能

の体制整備・強化に関する検証を行

い、活動実績・成果を把握し課題等

の改善を行う。それとともに、高大

接続改革推進のためのワーキンググ

ループの検討を踏まえて課題解決の

具体的な改善案を取りまとめ、実施

する。

R1

17．高大接続改革推進のためのワー

キンググループの検討結果及び前年

度の実施内容の検証を行い、引き続

きアドミッションセンターを中心に

高大接続改革を実施する。 R2

17．高大接続改革推進のためのワー

キンググループの検討結果及び前年

度の実施内容の検証を行う。

R３

17．これまでの高大接続改革推進に

関する検討結果と改善策の実施によ

る成果をまとめ、総括を行う。

Ⅳ
中期計画を実施し、優れた実績を上げ

ている。

18．本学の理念・目的を踏まえ、学力の３要素

を適切に評価するためのアドミッション・ポリ

シーをディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポ

リシーと連動させて明確化し、そのアドミッショ

ン・ポリシーに基づく多面的・総合的評価による

入学者選抜方法を開発し、平成33年度入試から

全学部での導入を目指す。導入当初は募集人員の

20％を目標とする。

H28

18．ディプロマ・ポリシー及びカリ

キュラム・ポリシーと連動したアド

ミッション・ポリシーの再定義に向

けた取組を開始するとともに、多面

的・総合的評価による新たな入学者

選抜方法の開発に向け、国内外の大

学の調査研究や本学の入試制度の検

証を行うとともに、入試改革セミ

ナー等において情報収集を行う。

H29

18．前年度の調査研究等を継続する

とともに、それらの成果を基にアド

ミッション・ポリシーの再定義及び

多面的・総合的評価による新たな入

学者選抜方法の開発を開始する。
H30

18．前年度に引き続き、アドミッ

ション・ポリシーの再定義及び多面

的・総合的評価による新たな入学者

選抜方法の開発を行い、概要を公表

する。
R1

18．2021年度入学者選抜のアド

ミッション・ポリシーを決定・公表

し、それに基づく多面的・総合的評

価による入学者選抜方法の決定・公

表を行う。
R2

18．前年度に決定・公表したアド

ミッション・ポリシーに基づいた、

多面的・総合的評価による新たな入

学者選抜を実施する。

R３

18．前年度に策定した新たなアド

ミッション・ポリシーに基づく多面

的・総合的評価による入学者選抜方

法について検証を開始する。

Ⅲ 中期計画を実施している。

２ 研究に関する目標

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標

５．総合大学としての資源を活かし、多様な基盤的

学問分野の活性化を図るとともに、本学の強みとな

る熱帯・亜熱帯、島嶼・海洋、琉球・沖縄文化、健

康・長寿・国際感染症等の地域特性に根ざした特色

ある分野の研究を推進する。アジア・太平洋地域を

視野に入れた地域課題の解決や新たな社会的価値の

創造に向け、学術ならびに地域にイノベーションを

もたらすインパクトのある研究を推進し、研究成果

を社会に還元する。

19．多様な基盤的学問分野の研究を活性化する

ために、研究支援の専門人材であるURA（リ

サーチ・アドミニストレーター）等の活用によ

り、科研費等の外部資金の獲得力を強化する。特

に、各種競争的研究費の情報収集及び分析を行

い、それに基づいて獲得に向けた説明会やワーク

ショップ等を積極的に開催する。さらに、科研費

申請アドバイザー教員（40名以上を配置）及び

URAによる申請支援を強化する。

H28

19．研究企画室（URA）による研究

支援制度の改善として、特に国及び

政府系機関等の競争的研究費に係る

情報収集及び情報発信機能を強化す

る。また、競争的資金に関する説明

会や第２期中期目標期間中から始め

た科研費獲得ワークショップを引き

続き開催する。

H29

19．研究支援制度の改善の一環とし

て科研費不採択者に対する支援制度

の改善策を策定する。また、競争的

研究費の情報収集・発信を強化し、

競争的研究費に対する説明会・ワー

クショップを積極的に開催すること

で研究者が競争的資金情報にアクセ

スする機会を提供する。

H30

19．科研費申請ガイドブックの改訂

を行い、最新の申請に関する情報提

供を行うとともに、各種競争的研究

資金に関する説明会やワークショッ

プを積極的に開催することにより、

科研費獲得支援を強化する。また、

科研費獲得マインドの強化のための

新たな方策を実施する。

R1

19．３年間の取組をもとに、URA

による科研費を中心とした各種競争

的研究費の獲得支援制度の改善及び

部局等における科研費獲得マインド

の強化に繋がる取組を行う。

R2

19．研究企画室の機能を強化し、科

研費等の外部資金獲得マインドの強

化に繋がる新たな方策を検討する。

R３

19．前年度から取り組んできた科研

費等の外部資金獲得マインドの強化

に繋がる方策を引き続き検討し、実

施する。

Ⅳ
中期計画を実施し、優れた実績を上げ

ている。

20．本学の強みとなる特色ある分野の研究を推

進するために、学長のリーダーシップのもと、既

存の組織にとらわれない全学的研究プロジェクト

を実施する。また、研究企画室や戦略的研究プロ

ジェクトセンターによる研究支援・企画活動など

を通じて、全学的研究推進機能を強化することに

より研究水準を引き上げる。さらに、産学官等と

の研究連携により熱帯島嶼医学、国際感染症、再

生医療、疫学ゲノム、創薬等の国際医療拠点形成

の核となる研究を行う。

H28

20．戦略的研究プロジェクトセン

ターや先端医学研究センターの整

備、学内研究助成制度の確立、全学

的研究プロジェクトの実施により、

研究推進体制を強化する。
H29

20．戦略的研究プロジェクトセン

ターや先端医学研究センターの整

備、学内研究助成制度の確立、全学

的研究プロジェクトの実施により、

研究推進体制を強化する。
H30

20．戦略的研究プロジェクトセン

ターや先端医学研究センターの整備

を進めるとともに、学内の戦略的研

究推進経費等による全学的研究プロ

ジェクトを公募し、実施する。
R1

20．戦略的研究プロジェクトセン

ターや先端医学研究センターの整備

を進めるとともに、学内の戦略的研

究推進経費等による全学的研究プロ

ジェクトを実施する。国際医療拠点

形成に向けた産学官等との連携につ

いて、本学が代表機関となっている

創薬、再生医療等の研究プロジェク

トを着実に遂行する。

R2

20．現在進行中の特色ある分野に関

する研究プログラムを着実に実施す

る。

R３

20．現在進行中の特色ある分野に関

する研究プログラムを着実に実施す

る。

Ⅳ
中期計画を実施し、優れた実績を上げ

ている。

21．研究成果の社会還元のために、異分野・異

業種間の交流を促進する仕組を整備し、本学の特

色ある研究シーズと社会的ニーズとを結びつける

組織的機能を強化する。特に、人文社会科学系及

び自然科学系の研究者間の協力を基礎に、地方自

治体やNPO法人等の実務者と協働して地域課題

の解決に繋がる研究プロジェクト等を行う。

H28

21．各部局・機構や担当事務組織

が、全学的な観点から情報を共有化

し連携を強化するとともに、自治体

等のミーティングへ積極的に参画す

るなど地域とのネットワークを構築

する。また、学内の研究シーズと地

域の社会的ニーズを把握する。

H29

21．集積した地域ニーズや地域課題

の分析と研究テーマとして展開でき

る案件を抽出する。研究者へのヒア

リングを行い、地域と協働する研究

プロジェクトを検討する。 H30

21．地域との協働による研究プロ

ジェクトを実施し、研究成果や進展

内容をアウトリーチすることによっ

て、より幅広い研究分野やステーク

スホルダーとの対話を促進し、地域

課題解決に向けた研究を実施する。

R1

21．沖縄県及び県内外の大学・研究

機関との連携を促進し、地域ニーズ

に対応した研究プロジェクトを実施

する。
R2

21．地域課題の解決を目指した地域

との協働による文理融合型の研究プ

ロジェクトを推進する。

R３

21．地域課題の解決に繋がる研究プ

ロジェクト等を推進する。

Ⅲ 中期計画を実施している。

22．熱帯生物圏研究センターが担う共同利用・

共同研究拠点（熱帯生物圏における先端的環境生

命科学共同研究拠点）において、国内外の研究者

とともに、熱帯・亜熱帯に特有でかつ生物多様性

の高いサンゴ礁、マングローブ林、熱帯・亜熱帯

雨林等のフィールドに特化した研究を推進する。

また、生態系等に関する学術研究や豊かな生物多

様性に基づいたイノベーション創出に資する研究

を行う。

H28

22．熱帯・亜熱帯の生態系における

フィールド研究と、生物多様性を活

かしたイノベーションを創出する研

究を推進するための基盤を構築す

る。
H29

22．熱帯・亜熱帯の生態系における

フィールド研究と、生物多様性を活

かしたイノベーションを創出する研

究を推進するための基盤を構築す

る。
H30

22．亜熱帯特有のフィールドや高い

生物多様性を活かした、イノベー

ション創出促進を含む共同研究を国

内外の研究者と展開し、その成果を

論文として国際的に発表する。さら

に研究施設の多様な活用により、研

究者コミュニティへの貢献を果た

す。

R1

22．平成30年度に実施された拠点中

間評価結果を踏まえ、特色ある

フィールド研究としてサンゴ礁研究

を更に強化するとともに、陸域生態

系や人間の生命現象を扱う研究分野

を重点支援する。また、国際共同研

究に取り組むことで関連する研究者

コミュニティへの貢献を果たす。

R2

22．拠点中間評価結果に基づき、特

色あるフィールド研究としてサンゴ

礁及びマングローブ林研究をさらに

強化するとともに、陸域生態系や人

間の生命現象を扱う研究分野の重点

支援を行う。また、共同利用・共同

研究活動の強化の一環として、若手

研究者への重点的支援により、研究

者コミュニティに貢献する。

R３

22．特色あるフィールド研究として

サンゴ礁及びマングローブ林研究を

さらに強化するとともに、陸域生態

系や人間の生命現象を扱う研究分野

の重点支援を行う。また、共同利

用・共同研究活動の強化の一環とし

て、若手研究者への重点的支援によ

り、研究者コミュニティに貢献す

る。

Ⅲ 中期計画を実施している。

（２）研究実施体制等に関する目標

６．基盤的分野並びに本学の強み・特色となる分野

において、組織的な研究支援事業を推進するととも

に、多様な人材が活躍できる機動的かつ柔軟な研究

環境の整備を行う。これを踏まえて、研究者の国際

交流・国際共同研究を促進し、アジア・太平洋地域

をリードする教育研究拠点大学への歩みを加速す

る。

23．多様な分野の基盤研究を活性化するため、

併任教員や協力研究員等の活用を通して部局を超

えた研究者の流動性を高め、研究のシナジー効果

の創出を図る。また、外部有識者による研究推進

機構アドバイザー会議などを通じて国内外の客観

的視点やニーズを把握し、それを踏まえて機構内

外諸組織の相互連携を促進することにより研究推

進機構の機能を強化し、機動的な研究実施体制を

整備する。

H28

23．部局を超えた研究者等の流動性

を高める方策案を策定するととも

に、外部有識者等から把握した研究

ニーズを反映した研究を開始する。

また、全学的な機器共用体制を構築

する。

H29

23．部局を超えた研究者等の流動性

を高める方策を検討するとともに、

外部有識者等から把握した研究ニー

ズを反映した研究の実施に努める。

また、全学的な機器共有体制を構築

する。

H30

23．部局を超えた研究者等の交流・

流動化を促進し、研究推進機構アド

バイザー会議などにおいて把握した

研究ニーズを踏まえた研究を実施す

るとともに、研究を活性化するため

全学共用にした機器の活用を促進す

る。

R1

23．部局を超えた研究者等の交流・

流動化を促進し、研究推進機構アド

バイザー会議などにおいて把握した

研究ニーズを踏まえた研究を実施す

るとともに、研究を活性化するため

全学共用にした機器について研究基

盤センターを中心に活用を促進す

る。

R2

23．学内外諸組織との相互連携を促

進するためのネットワークを形成す

ることにより研究推進機構の機能を

強化し、機動的な研究実施体制を整

備する。 R３

23．学内外諸組織との相互連携を促

進するためのネットワークを活用す

ることにより研究推進機構の機能を

強化し、機動的な研究実施体制を整

備する。 Ⅳ
中期計画を実施し、優れた実績を上げ

ている。

２ 研究に関する目標を達成するための措置

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置(２)研究に関する目標を達成するための措置

（２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置

（４）入学者選抜に関する目標を達成するための措置



24．人材のダイバーシティ向上を念頭に、若

手・女性・外国人等の研究者が能力を最大限に発

揮できる柔軟な研究環境を整備する。特に女性研

究者の研究活動を支援する支援員制度などや出

産・育児・介護などのライフイベントと研究との

両立のための支援制度を拡充する。また、指導的

地位にある女性研究者数の増加に向けた女性研究

者を代表者とする共同研究の促進制度などのキャ

リア支援の取組を強化する。

H28

24．女性研究者の採用、定着、上位

職への登用を進めるため、研究環境

の整備や研究力向上、リーダーとし

ての能力向上、ワーク・ライフ・バ

ランスの実現を目的とした各種支援

策等を実施する。 H29

24．女性研究者の採用、定着、上位

職への登用を進めるため、研究環境

の整備や研究力向上、リーダーとし

ての能力向上、ワーク・ライフ・バ

ランスの実現を目的とした各種支援

策等を実施し、取組事業の評価･点検

を行う。

H30

24．女性研究者の採用、定着、上位

職への登用を進めるため、取組事業

の点検・評価を踏まえ、ワーク・ラ

イフ・バランスの実現や研究環境の

整備、研究力向上を目的とした研究

活動等支援員配置制度やリーダーと

しての能力向上のための女性リー

ダーシップ研修等の支援策を継続実

施する。

R1

24．女性研究者の採用、定着、上位

職への登用を進めるため、研究環境

の整備や研究力向上、リーダーとし

ての能力向上、ワーク・ライフ・バ

ランスの実現を目的とした各種支援

策等を実施する。また、若手研究者

等への研究支援を引き続き実施する

ほか、女性研究者上位職登用のため

の具体的な方策について検討し、実

施する。

R2

24．女性研究者の採用、定着、上位

職への登用を進めるため、研究環境

の整備や研究力向上、リーダーとし

ての能力向上、ワーク・ライフ・バ

ランスの実現を目的とした各種支援

策等を実施する。また、若手研究者

等への研究支援を実施する。

R３

24．ダイバーシティ＆インクルー

ジョン及び女性研究者の研究力向上

や上位職への積極的登用に向けた取

組を継続する。

Ⅳ
中期計画を実施し、優れた実績を上げ

ている。

25．研究のグローバル化を推進するため、教育

研究交流プログラム等の積極的な実施を通じて、

海外研究者、特にアジア・太平洋地域の研究者と

のネットワークを広げ、それを活かした共同研究

を促進する。

H28

25．新たな国際研究プログラム立案

の為の情報収集を行う。また、海外

拠点形成の交流実績データの解析と

その候補地の現地調査を進める。 H29

25．新たな国際研究プログラム実施

のためのシステムづくりを進め、さ

らに海外拠点形成のための実績デー

タの解析と候補地の現地調査を行

い、国際共著論文の投稿につなげ

る。

H30

25．海外研究者とのネットワークを

拡大し国際共同研究を促進するた

め、国際的な教育研究交流プログラ

ム等を継続的に実施する。 R1

25．国際共同研究を促進するため国

際教育研究交流プログラムを実施

し、アジア・太平洋地域を中心とし

た研究者ネットワークを拡大する。 R2

25．これまでに形成した国際研究

ネットワークを活用した共同研究を

推進するとともに、新たな研究者

ネットワークの構築を図る。 R３

25．これまでに形成された国際的な

研究者ネットワークを活用し、国際

共同研究を推進する。
Ⅲ 中期計画を実施している。

３ 社会との連携や社会貢献及び地域を志向した教

育・研究に関する目標

７．地域の産学官が保有する多様な資源を活かし、

地域を志向した教育研究を推進する産学官協働の仕

組を構築し、地域社会の発展に貢献する人材を育成

する。

26．地域の企業や自治体等のニーズに応えた人

材を育成するため、地域志向のプログラムや地域

創生科目の拡充を進める。また、COC事業やトビ

タテ留学JAPAN等の地域協働事業の展開を通し

て、本学が育成する人材の地元定着化に取り組

む。
H28

26．COC及びCOC+事業を通して開

発した地域志向プログラム及び取組

を推進しつつ、学部や学部間連携等

による地域創生科目の拡充に着手す

るとともに、沖縄の地域振興やサー

ビス経営人材の育成に資する科目を

新設する。また、地域の求めるグ

ローバル人材の輩出に資するようト

ビタテ留学JAPANプログラム等によ

り学生を海外に派遣する。

H29

26．COC及びCOC+事業を通して開

発した地域志向プログラム及び取組

を引き続き推進しつつ、各学部等に

おける地域創生科目を拡充する。さ

らに、地域創生科目の全学履修体制

の構築に向けた整備を行うととも

に、沖縄の地域振興やサービス経営

人材の育成に資する科目を新設す

る。また、引き続き地域の求めるグ

ローバル人材の輩出に資するようト

ビタテ！留学JAPANプログラム等に

より学生を海外に派遣する。

H30

26．地域のニーズに応える人材を育

成するため、知のふるさと納税事業

など地域人材育成プログラムを実施

するとともに、地域創生科目を拡充

する。また、地域振興・地域定着プ

ロジェクト（COC+）やトビタテ留

学JAPANなどの地域協働事業を産学

官連携によって推進する。

R1

26．地域のニーズに応える人材を育

成するため、知のふるさと納税事業

など地域人材育成プログラムを実施

するとともに、全学的な地域創生科

目を拡充する。また、地域振興・地

域定着プロジェクト（COC+）及び

トビタテ留学ＪＡＰＡＮ地域人材

コースに取り組む。

R2

26．地域の振興や発展を担う人材の

育成に向け、知のふるさと納税事業

や、COC+事業で開発した地域人材

育成プログラムを通じて地域創生科

目を全学的に実施する。また、トビ

タテ留学ＪＡＰＡＮ地域人材コース

を実施する。 R３

26．地域の振興や発展を担う人材の

育成に向け、これまでに開発した地

域人材育成プログラムを通じて地域

創生科目を全学的に実施する。ま

た、「沖縄からアジアへトビタテ留

学ＪＡＰＡＮプロジェクト（地域人

材コース）」を実施する。 Ⅳ
中期計画を実施し、優れた実績を上げ

ている。

27．教育研究の成果を踏まえ、サテライトキャ

ンパスを活用した学習コミュニティづくりを強化

し、多様な学習ニーズに基づく学習機会や学び直

しの充実を図り、地域社会を支える人材の質の向

上に繋がる取組を行う。

H28

27．公開講座及び公開授業の質的・

量的な拡充を行うとともに、これま

での公開講座の実施体制の改善や地

域の学習ニーズ等の把握により、公

開講座や公開授業等、大学が提供す

る教育プログラムを充実させる。

H29

27．公開講座及び公開授業の質的・

量的な拡充を行うとともに、サテラ

イトキャンパスにおける出前講座の

実施及び地域の学習ニーズと大学の

シーズのマッチングによる教育プロ

グラムの開発に取り組む。

H30

27．公開講座、公開授業及び平成29

年度に開発したオーダーメイド型自

治体職員向け講座を実施し、検証に

よる改善を行う。また、サテライト

キャンパスを活用した学び直しの機

会を拡充する。

R1

27．サテライト配信する公開講座と

公開授業を充実させ、出前講座や教

育プログラムを提供する。

R2

27．サテライト配信する公開講座と

公開授業を充実させ、出前講座や教

育プログラムを提供する。

R３

27．新型コロナウイルス感染症対策

を踏まえつつ、遠隔による公開講座

及び公開授業を充実させ、出前講座

や教育プログラムを提供する。 Ⅳ
中期計画を実施し、優れた実績を上げ

ている。

28．地域産業の振興を担うグローカルな人材を

育成するため、地域の他機関が連携する沖縄産学

官協働人財育成円卓会議（県内企業、経済団体、

高等教育機関、沖縄県、内閣府沖縄総合事務局

等）と連携して、地域づくりのための人材養成プ

ログラム、産学官コーディネータ等の産業振興を

担う高度専門職養成プログラムや地域行政を担う

自治体職員能力強化プログラム等の目的別プログ

ラムを開発して実施する。また、沖縄産学官協働

人財育成円卓会議を活用し、受講者のキャリア

アップに繋がる客観的な地域認証システムを構築

する。

H28

28．地域連携推進機構を中心に学

部・研究科等とも協働しつつ、地域

づくりのための人材養成プログラ

ム、産学官コーディネータ等の産業

振興を担う高度専門職養成プログラ

ムや地域行政を担う自治体職員能力

強化プログラム等の目的別プログラ

ムを開発する。

H29

28．地域連携推進機構を中心に、開

発された目的別プログラム（地域づ

くりのための人材養成プログラム、

高度専門職養成プログラム、地域行

政を担う自治体職員能力強化プログ

ラム等）を運用して成果を検証し、

本格実施に向けたプログラム改善を

行う。

H30

28．沖縄産学官協働人財育成円卓会

議と地域連携推進機構及び各部局等

が連携し、目的別プログラムを実施

する。また、開発した地域人材育成

プログラムについて認証評価機関の

認証を受ける。

R1

28．沖縄産学官協働人財育成円卓会

議と地域連携推進機構及び各部局等

が連携し、目的別プログラム（認証

プログラムも含む）を実施する。ま

た、昨年度認証された初級地域公共

政策士取得のためのプログラムを実

施し、受講者のキャリアアップに資

する仕組み作りに向けた検討を開始

する。

R2

28．沖縄産学官協働人財育成円卓会

議と地域連携推進機構及び部局等が

連携し、目的別プログラム（認証プ

ログラムを含む。）を実施する。ま

た、一般財団法人地域公共人材開発

機構が認定する「初級地域公共政策

士」の資格取得のための科目履修プ

ログラムを実施し、受講者のキャリ

アアップに資する仕組みづくりに取

り組む。

R３

28．これまでに開発した目的別プロ

グラムを継続して実施する。一般財

団法人地域公共人材開発機構の認証

を受けた「初級地域公共政策士」資

格取得プログラムを実施し、地域の

課題解決に資する人材を輩出する。

Ⅳ
中期計画を実施し、優れた実績を上げ

ている。

８．沖縄の産業活性化及び持続的な自立型経済の実

現に向って、学術的基盤に立脚して地域社会が抱え

る課題の解決や産業振興に資する取組を推進し、

「行動するシンクタンク」として地域再生・活性化

に貢献する。

29．「行動するシンクタンク」として地域コー

ディネータ機能を強化するため、地域連携推進機

構に地域共創人材バンクを設置し、企業経営や行

政運営の改善に関する専門人材を配置するととも

に、企業や自治体等との連携体制を構築する。

H28

29．本学の地域コーディネート機能

を強化するため、地域連携推進機構

内の交流人材センター（仮称）にお

ける専門人材の登用に関する規則等

を整備する。

H29

29．地域コーディネータ機能を強化

するため、地域連携推進機構内に企

業や自治体等から専門人材を受け入

れる。 H30

29．シンクタンク機能強化のため、

地域連携推進機構の交流人材プラッ

トホームに配置した企業・自治体・

高等教育機関等からの専門人材を活

用し、学内と企業・自治体等との連

携体制を構築する。

R1

29．専門人材を活用し、地域コー

ディネート機能を強化し、学内と企

業・自治体等との連携体制を構築

し、シンクタンク機能の強化を図

る。

R2

29．シンクタンク機能を強化するた

め、専門人材の活用による地域コー

ディネート機能の強化及び学内と企

業・自治体等との連携体制を構築す

る。

R３

29．シンクタンク機能を強化するた

め、琉球大学イノベ－ションイニシ

アティブの下に設置した「地域共創

人材バンク」への専門人材の参画に

向けて、学内及び高等教育機関、産

業界、自治体等との更なる連携を進

める。

Ⅲ 中期計画を実施している。

30．地域の産業振興を推進するため、沖縄産学

官連携推進協議会等と連携し、企業ニーズを掘り

起こし、本学の研究成果とのマッチングを行い、

沖縄の産業振興に寄与する共同研究等を推進す

る。
H28

30．地域連携推進機構を中心に、沖

縄産学官連携推進協議会等及び研究

推進機構との連携を図り、地域・企

業ニーズの収集・整理を行う体制を

整備する。また、金融機関や沖縄県

産業振興公社等との連携協定に基づ

き、地域・企業ニーズと本学の研究

シーズとのマッチングを行い、実用

化への橋渡し共同研究等を推進す

る。

H29

30．地域連携推進機構を中心に、地

域ニーズ、企業ニーズと本学の研究

成果とのマッチングを行い、共同研

究等を推進する。また、地域、企業

課題解決のための産学官連携の共同

研究を支援するための取組を行う。 H30

30．地域連携推進機構において、地

域ニーズや企業ニーズと本学の研究

成果のマッチングを行い、沖縄の産

業振興に寄与する共同研究等を推進

する。
R1

30．地域連携推進機構において、地

域や企業のニーズと本学の研究成果

とマッチングを行い、沖縄の産業振

興に寄与する共同研究等を推進す

る。また、ベンチャー創出に向けた

取組を行う。 R2

30．地域や企業のニーズと本学の研

究成果とマッチングを行い、沖縄の

産業振興に寄与する共同研究等を推

進する。また、ベンチャー創出に向

けた取組を行う。
R３

30．引き続き地域や企業のニーズと

本学の研究成果とのマッチングを行

い、沖縄の産業振興に寄与する共同

研究等を推進する。また、ベン

チャー創出に向けた取組についても

継続的に実施する。 Ⅲ 中期計画を実施している。

３ 社会との連携や社会貢献及び地域を志向した教育・研究に関する目標を達成するための措置



４ その他の目標

（１）グローバル化に関する目標

９．学生の国際流動性を高める仕組の構築を通じ

て、世界の様々な地域を舞台に交流と参画を通し

て、豊かな社会づくりを目指すグローバル人材を育

成する。

31．外国人留学生の受入促進のため、編入学を

含めた特別プログラム等の英語によるプログラム

や短期サマープログラム等を拡充し、第3期中期

目標期間中において外国人留学生等の年間受入れ

者数を20％増加（第2期比）させる。また、日本

国内や日本企業への就職を希望する外国人留学生

の就職促進のため、ビジネス日本語教育や就職支

援体制を拡充し、キャリア支援を行う。

H28

31．留学生受入者数の増加に向け

て、インターンシップ研修や短期研

修等を実施する。また、留学生の就

職支援体制を整備し、就職を希望す

る留学生のニーズを把握したうえで

就職支援を実施する。
H29

31．インターンシップ研修や短期研

修等を実施し、留学生の受入を促進

する。また、留学生受入拡大へ向け

て、日本で就職を希望する外国人留

学生のニーズを踏まえたキャリア支

援を行う。
H30

31．留学生受入拡大やキャリア支援

の充実に向けて、短期研修事業やイ

ンターンシップ研修を実施する。ま

た、英語によるプログラム拡充に向

け、英語による科目提供を推進す

る。
R1

31．留学生受入拡大へ向けて、イン

ターンシップ研修や短期研修を実施

する。前年度検討した英語科目提供

を推進するための仕組みを運用し、

英語による特別プログラムを拡充す

る。
R2

31．外国人留学生のための短期研修

や英語によるプログラム、ICTを活用

した海外大学との連携による教育プ

ログラム、就職支援等の取組を実施

する。 R３

31．COILを活用した遠隔国際交流

や国際共修を取り入れた講義を着実

に実施するとともに、短期サマープ

ログラム等による留学生を受け入れ

る。 Ⅳ
中期計画を実施し、優れた実績を上げ

ている。

32．学生の海外派遣促進のため、全学的な事

前・事後学習を含む体系的教育プログラムの構築

やコーディネーター配置等による支援体制を強化

し、第3期中期目標期間中において短期研修等を

含む学生の海外派遣者数を20％増加（第2期比）

させる。

H28

32．海外派遣学生数の増加に向け

て、全学的な事前・事後学習を含む

教育プログラムの体系化に取り組む

とともに、学生派遣支援体制を整備

する。

H29

32．全学的な事前・事後学習を含む

教育プログラムの体系化を推し進め

る。学生海外派遣の促進へ向けて、

海外派遣プログラムや短期研修等を

実施する。

H30

32．全学的な事前・事後学習を含む

体系化した教育プログラムの運用を

開始する。海外派遣プログラムや短

期研修等を実施し、学生の海外留学

を推進する。

R1

32．全学的な事前・事後学習を含む

体系化した教育プログラムや海外派

遣プログラム等を実施する。体系的

教育プログラムや海外派遣プログラ

ム等の取組状況を検証し、プログラ

ムや海外派遣支援体制等の見直しを

行う。

R2

32．体系的な教育プログラムや海外

派遣プログラム、ICTを活用した海外

大学との連携による教育プログラム

等を実施する。 R３

32．COILを活用した遠隔国際交流

や国際共修を取り入れた講義を着実

に実施するとともに、コロナ禍にお

ける海外派遣プログラムの検証を行

い、必要に応じて改善する。

Ⅳ
中期計画を実施し、優れた実績を上げ

ている。

10．アジア・太平洋地域の教育研究拠点となる大学

の実現に向けて、本学の特性と強みを活かして海外

とのネットワークを構築するとともに、国内外の多

様な取組を通して地域及び国際社会に貢献する。

33．アジア・太平洋地域の教育研究機関を中心

とした島嶼大学間グローバルネットワークを形成

し、第3期中期目標期間中において10機関以上と

連携する。
H28

33．環太平洋大学コンソーシアムに

よるネットワーク形成へ向けて、具

体的な構想を策定する。

H29

33．環太平洋大学コンソーシアムの

コアメンバーとなる大学とコンソー

シアムの取組等について協議し、

ネットワーク形成に向けて具体的な

計画を立てる。
H30

33．環太平洋大学コンソーシアムの

形成へ向けて、協定大学をはじめア

ジア・太平洋島嶼拠点大学ネット

ワークや島嶼大学ネットワーク

（RETI）等において連携している大

学を中心に教育連携や共同研究等の

具体的な取組を実施する。

R1

33．環太平洋大学コンソーシアムを

拡大して形成した島嶼に拠点を置く

大学の国際的なネットワークを活用

し、連携して教育研究活動の活性化

につながる取組を実施する。
R2

33．これまで交流してきた島嶼地域

大学等との連携を基に形成された国

際的なネットワーク（島嶼大学間グ

ローバルネットワーク）を活用し、

教育研究活動の活性化につながる取

組を実施する。

R３

33．島嶼大学間グローバルネット

ワークにおける連携によりシンポジ

ウム等の取組を実施する。

Ⅲ 中期計画を実施している。

34．亜熱帯・熱帯、島嶼・海洋、琉球・沖縄文

化、健康・長寿の分野における国際共同研究を促

進したり留学生の受入・派遣を拡大するため、ア

ジア・太平洋地域に5カ所以上の海外拠点を設置

する。

H28

34．本学の特色ある分野における研

究促進や学生交流の拡大を目的とし

たアジア・太平洋地域の海外拠点の

設置計画を策定する。アジア・太平

洋地域に海外拠点１カ所設置する。

H29

34．アジア・太平洋地域に設置した

海外拠点３カ所の体制を整備すると

ともに、共同研究や教育交流等の取

組を実施する。
H30

34．アジア・太平洋地域の既設の海

外拠点３カ所における共同研究や教

育交流等取組を実施する。また、新

たな拠点設置に向けた調査を開始す

る。

R1

34．アジア・太平洋地域等の海外拠

点５カ所における教育交流等取組を

実施する。また、海外拠点における

取組の実施状況について検証・見直

しを行う。

R2

34．アジア・太平洋地域等の海外拠

点５カ所における共同研究や教育交

流等の取組を実施する。また、海外

拠点における取組の実施状況につい

て検証・見直しを行う。

R３

34．アジア・太平洋地域等の海外拠

点５カ所における共同研究や教育交

流等の取組を展開する。
Ⅲ 中期計画を実施している。

35．国内外の地域が持つ課題の解決に向けて、

沖縄県系人ネットワーク及び独立行政法人国際協

力機構（JICA）等と連携し、沖縄県系人留学生

や研修員の受入及び専門家の派遣による国際協力

事業を実施する。また、外国人留学生や外国人研

修員を活用し、地域の小中学校において出前講義

等を行い、国際理解を促進するための取組を行

う。

H28

35．国際協力機構（JICA)との連携

事業や海外の沖縄県系人ネットワー

クとの取組について具体的な計画を

策定する。外国人留学生・研究者を

活用した地域の学校での国際理解活

動の計画を策定する。

H29

35．国際協力機構（JICA)と連携し

て海外との国際協力事業や学生を対

象とした国際協力分野の教育等の取

組を実施する。また、海外の沖縄県

人会と連携して県系人留学生の受入

を実施する。外国人留学生・研究者

を活用した地域の学校での国際理解

活動を実施する。

H30

35．JICAと連携して海外との国際協

力事業や学生を対象とした国際協力

分野の教育等の取組を実施する。海

外の沖縄県人会等と連携して留学生

の受入を実施する。外国人留学生・

研究者を活用した地域の学校での国

際理解活動を実施する。

R1

35．JICAと連携して海外との国際協

力事業や学生を対象とした国際協力

分野の教育等の取組を実施する。海

外の沖縄県人会等と連携して留学生

の受入を実施する。外国人留学生・

研究者を活用した地域の学校での国

際理解活動を実施する。

R2

35．JICAや海外の沖縄県人会等と連

携して国際協力事業等及び地域での

国際理解教育に関する取組をそれぞ

れ実施する。

R３

35．JICA等と連携して国際協力事

業等を継続して実施する。また、地

域での国際理解教育等の取組を実施

する。

Ⅲ 中期計画を実施している。

（２）附属病院に関する目標

11．沖縄県地域医療構想における高度急性期医療を

担いつつ、地域完結型医療の中核となる。

36．医療機関の機能分化に向け地域連携部門及

び救急部の機能を強化し、紹介・逆紹介の推進

等、地域医療機関との連携推進や重症患者の受入

等高度な医療を提供する診療体制を構築する。
H28

36．高度な医療を提供する診療体制

構築のため、地域連携に関すること

及び救急における人材育成の現状を

調査し把握を行う。
H29

36．前年度に把握した現状の分析を

行い、地域連携や救急部門の体制の

構築準備を行う。
H30

36．昨年度分析した結果をもとに体

制の見直しを行い、救急部門と地域

連携部門が連携し、地域医療機関と

の連携機能を促進し機能を向上させ

る。

R1

36．地域連携・在宅医療推進部門や

救急医療内容の充実化を図り、地域

連携における基盤整備を行う。
R2

36．地域連携部門における地域連携

及び在宅医療連携体制強化、救急部

門については重症患者に対する医療

強化に取り組む。
R３

36．地域連携・在宅医療の更なる推

進を図る。また、病院移転を踏ま

え、救急受け入れ患者数増加ととも

に高度救急医療の構築に取り組む。
Ⅲ 中期計画を十分に実施している。

12．県民の期待に応えることのできる安心・安全な

診療体制を築く。

37．シミュレーションセンターを活用し、医療

安全に係る訓練や医療事故防止のための研修の実

施等を通して継続的に医療の質の向上を図り、安

全管理体制及び感染制御体制を強化する。 H28

37．医療安全や感染対策など、医療

の質を向上させるための体制構築に

向け、関連情報の収集及び分析を行

う。 H29

37．前年度の分析を踏まえ問題点を

抽出し、その対策案を検討しながら

順次試行する。

H30

37．研修プログラム（案）等の試行

を行い、必要に応じ内容等を見直

す。

R1

37．医療安全に係る研修プログラム

等の運用を開始するとともに、安全

管理や感染制御の体制強化に向け、

さらに情報収集、評価をしながら、

必要に応じて見直しを行う。

R2

37．安全管理及び感染制御の体制強

化について、前年度までに導入した

安全管理研修プログラムや手指衛生

教育プログラムをさらに広め評価

し、必要に応じプログラムを改編す

る。

R３

37．前年度実施した安全管理研修プ

ログラム及び手指衛生プログラムの

教育・指導方法等を評価し、必要に

応じて見直しを行う。 Ⅳ 中期計画を上回って実施している。

13．医療の質の確保及び向上のため、医師主導型臨

床研究等質の高い研究を推進する。

38．質の高い臨床研究を実施するためのマネジ

メント体制を構築するとともに、OJTを踏まえた

魅力ある教育プログラムの提供や研究に対するメ

ンタリングの実施等により、医師主導型臨床研究

を実施できるスキルを持った医療人（医師、看護

師、薬剤師等）を養成する。
H28

38．平成27年度に開講した大学院臨

床研究教育管理学コース、臨床研究

インテンシブフェローシップコース

にて、臨床研究の質の管理、臨床研

究マネジメントを実施できる医師及

び医療従事者を育成するとともに、

医師主導型臨床研究等の監査・モニ

タリングを行う。

H29

38．大学院臨床研究教育管理コース

等にて医師及び医療従事者を育成し

つつ、コース修了生を医師主導型臨

床研究等へ参加させ、実地計画書の

作成や研究マネジメントを担わせる

ことにより質の高い臨床研究を推進

する。

H30

38．前年度同様、大学院臨床研究教

育管理コース等において医師及び医

療従事者を育成しつつ、コース修了

生が医師主導型臨床研究等へ参加

し、実地計画書の作成や研究マネジ

メントを担うことにより質の高い臨

床研究を推進する。また、本プログ

ラムの継続に向けた検討を行う。

R1

38．臨床研究を実施できるスキルを

持つ医師、医療従事者等を養成しつ

つ、各診療科等において臨床研究や

マネジメントを実施することにより

医師主導型臨床研究の実施体制を強

化する。
R2

38．臨床研究を実施できるスキルを

持つ医師、医療従事者等を養成しつ

つ、臨床研究実態調査を実施し、診

療科における医師主導型臨床研究を

推進する。 R３

38．臨床研究を実施できるスキルを

持つ医師、医療従事者等を養成しつ

つ、臨床研究実態調査の結果をもと

に各診療科における臨床研究の評価

を行い、介入及び侵襲を伴う臨床研

究の実施及び推進を行う。
Ⅲ 中期計画を十分に実施している。

14．沖縄県の地域特性を踏まえ、地域医療を支える

多様な医療人を養成する。

39．患者本位の質の高い医療を提供できる医療

人（専門医や認定看護師等）を養成するため、資

格取得研修への参加を支援する。
H28

39．既存の認定資格取得に向けた教

育支援プログラムを実施し、関連研

修会への参加を支援しつつ、教育・

研修を総括及び支援する体制を構築

する。

H29

39．院内の新専門医制度におけるプ

ログラムや参加者数などの実態調査

を行い、既存の教育支援プログラム

の実施、関連研修会への参加を継続

支援する。

H30

39．新専門医制度や医療者のキャリ

アパスにおける年度実績報告システ

ムを構築する。

既存の教育支援プログラムの実施、

関連研修会への参加を継続支援す

る。

R1

39．新専門医制度や医療者のキャリ

アパスにおける支援システムを検討

する。

既存の教育支援プログラムの実施、

関連研修会への参加を継続支援す

る。

R2

39．前年度検討した内容を踏まえ、

新専門医制度や医療者のキャリアパ

スに関するシステムを構築し、必要

な取組を実施する。 R３

39．医療人のキャリアパスに関する

支援のニーズ情報を集積し、キャリ

ア形成をさらに充実させる。
Ⅳ 中期計画を上回って実施している。

（２）附属病院に関する目標を達成するための措置

４ その他の目標を達成するための措置

（１）グローバル化に関する目標を達成するための措置



40．地域枠学生をはじめとする医学生の臨床実

習・臨床研修を県内外の離島・へき地の診療所で

実施し、地域の実情を踏まえた研修内容を充実さ

せ、高度な医療と地域医療を担う優れた医療人を

養成して、医師の地域偏在の解消や医師不足病院

の支援に取り組む。

H28

40．各診療科における医師の派遣実

績調査や院内及び離島・へき地で実

施した臨床実習や臨床研修の実績調

査及び分析を行う。 H29

40．前年度に実施した調査の分析結

果を踏まえ、臨床研修を地域の医療

機関で実施し、研修内容を充実させ

る。 H30

40．前年度構築したシステムを運用

しつつ、院内臨床実習学生や研修医

へ離島等地域医療の実情を、講演会

などをとおして情報提供を行う。 R1

40．前年度までに構築し運用してい

る地域医療機関での臨床研修を評価

し、2020年度からの臨床研修制度改

正に沿って、地域医療機関での臨床

研修の見直しを行う。

学生の臨床実習及び初期研修に係る

支援策を検討する。

R2

40．初期臨床研修を充実させるた

め、地域医療機関での研修を含んだ

臨床研修プログラムを、令和２年度

からの研修制度見直しに準じて必要

な改正を行う。

R３

40．初期臨床研修に係る支援策の検

証及び改善を実施する。

Ⅲ 中期計画を十分に実施している。

41．女性医師等の復職支援プログラムの実施

等、ライフステージに応じたキャリアの維持・発

展を支援する体制を構築し、地域で活躍する医療

人材を確保する。

H28

41．ライフステージを考慮した就

業、研究への継続的な支援など、復

職支援体制を構築する。
H29

41．前年度に実施したアンケートに

おいて、要望の多かった保育所整備

に向けて検討を行う。
H30

41．各診療科及び各部署へ復職支援

の実態調査及び分析を行う。
R1

41．前年度の実態調査を踏まえ、院

内における復職支援プログラムの検

討を行う。
R2

41．女性医師等の支援体制をさらに

充実させ、診療科等における具体的

取組を実施する。
R３

41．これまでの復職支援体制の検証

を行い、必要な改善を行う。
Ⅲ 中期計画を十分に実施している。

15．継続可能で安定した病院運営のための経営に取

り組む。

42．客観的な指標に基づいた経営分析を行い、

他の国立大学病院や県内医療機関との比較を通じ

て本院の「強み、弱み」を明らかにし、目標項目

（新入院患者数の増や入院期間の適正化等）の設

定を通して経営改善に取り組む。

H28

42．医療政策の動向や他大学及び県

内医療機関とのベンチマークを踏ま

えた目標項目及び目標値を設定す

る。
H29

42．前年度の目標項目及び目標値の

妥当性等を検証のうえ、引き続き目

標項目及び目標値の設定を行い、達

成状況を勘案した資源配分を行う。
H30

42．前年度の目標項目及び目標値の

妥当性等を検証のうえ、引き続き目

標項目及び目標値の設定を行い、達

成状況を勘案した資源配分を行う。
R1

42．前年度の目標項目及び目標値の

妥当性等を検証のうえ、引き続き目

標項目及び目標値の設定を行い、達

成状況を勘案した資源配分を行う。
R2

42．前年度の目標項目及び目標値の

妥当性等を検証のうえ、目標項目及

び目標値の設定を行い、達成状況を

勘案した資源配分を行う。
R３

42．新型コロナウイルス感染症の影

響を踏まえた目標項目及び目標値の

設定を行い、その達成状況を勘案し

た資源配分を行う。また、第三期中

期目標期間の経営改善状況を総括・

評価する。

Ⅲ 中期計画を十分に実施している。

（３）附属学校に関する目標

16．学部・大学院並びに地域の教育機関等と連携協

力し、教育に関する先導的・実践的研究及び教育実

習等を充実させ、地域の学校教育の質の向上に貢献

する。

43．学部及び大学院との学力向上等の地域課題

に関する共同研究や地域の学校及び教育機関との

連携による授業改善の実践を通して、学力向上等

の授業モデルを公立学校に提供する。
H28

43．地域教育課題である学力向上等

に対する授業モデルを、学部及び教

職大学院等と共同して研究する。地

域の学校及び教育機関と連携して学

力向上等に係る授業改善を実施す

る。

H29

43．地域教育課題である学力向上等

に対する授業モデルを公立学校に提

供する。
H30

43．学習指導要領改訂に即してアク

ティブ・ラーニング等の視点から授

業モデルを学部等と共同して研究す

る。地域の学校及び教育機関と連携

してアクティブ・ラーニング等の視

点から授業改善を実施する。

R1

43．学部及び教職大学院等と共同研

究したアクティブ・ラーニングの授

業モデルを公立学校に提供する。
R2

43．学部及び教職大学院等と共同研

究によるアクティブ・ラーニングの

授業モデルを公立学校に提供するた

め、学術書として取りまとめる。
R３

43．学部及び教職大学院等と共同研

究によるアクティブ・ラーニングの

授業モデルを取りまとめた学術書を

普及し、公立学校への研究成果を提

供する。

Ⅲ 中期計画を十分に実施している。

44．教職を目指す学生の意欲や実践的能力を涵

養するため、教員養成カリキュラム（教育実習・

教育実地研究、児童生徒と関わる体験活動）や附

属学校でのキャリア教育（ジョブシャドウ）にお

いて、教育学部と連携して学生を受け入れ、学生

が児童生徒と直接的に交流できる現場を広く提供

する。

H28

44．学校外における体験活動等を意

図的に取り入れた教員養成カリキュ

ラムを学部と連携して研究する。

H29

44．職場体験活動など附属学校の

キャリア教育(勤労観・職業観の育

成)を場にした教育実習を学部と連携

して研究する。 H30

44．体験活動等に関する教員養成カ

リキュラムや附属学校の児童・生徒

を対象にしたキャリア教育（勤労

観・職業観の育成）の場を活用した

教育実習を学部と連携して実施す

る。

R1

44．体験活動等に関する教員養成カ

リキュラムや附属学校の児童・生徒

を対象にしたキャリア教育(勤労観・

職業観の育成)の場を活用した学生教

育を学部と連携して展開する。

R2

44．体験活動等に関する教員養成カ

リキュラムや附属学校の児童・生徒

を対象にしたキャリア教育(勤労観・

職業観の育成)の場を活用した学生教

育について、学部と連携して実施す

る。

R３

44．体験活動等に関する教員養成カ

リキュラムや附属学校の児童・生徒

を対象にしたキャリア教育の場を活

用した学生教育について、教育学部

と連携して新たな科目化を進める。

Ⅲ 中期計画を十分に実施している。

45．地域における学校教育の推進方策に資する

ため、組織マネジメント、カリキュラム開発及び

児童生徒の多様な学びを実現する授業環境整備の

在り方等に関する調査研究を行い、小中一貫教育

推進モデルを提供する。

H28

45．英語教育など小中一貫教育の授

業環境整備の在り方を調査し、推進

モデルを研究する。
H29

45．英語教育など小中一貫教育の授

業環境整備の在り方を調査し、推進

モデルを試行しながら実践的に研究

する。 H30

45．英語教育における小中一貫教育

のカリキュラムモデルを開発し、実

施する。
R1

45．英語教育における小中一貫教育

のカリキュラムモデルを公立学校に

提供する。
R2

45．英語教育における小中一貫教育

のカリキュラムモデルを公立学校に

提供する。また、「小中連携教育推

進モデル」について、公立学校への

提供に向けた調査研究を行う。

R３

45．英語教育における小中一貫教育

のカリキュラムモデルを「小中連携

教育推進モデル」として位置付け、

特に小学校での外国語教科化におけ

る実践モデルとして公立学校に提供

する。

Ⅲ 中期計画を十分に実施している。

46．学校教育のグローバル化に向けて、国際教

育センターや独立行政法人国際協力機構

（JICA）、外国人子弟との積極的な交流学習を

通して、コミュニケーション能力を高め、異文化

理解を促進するためのカリキュラム開発を行う。

H28

46．国際教育センターやJICAなど

と交流学習し、異文化理解教育を促

進するための総合的な学習の時間等

のカリキュラムを研究する。
H29

46．国際教育センターやJICAなど

と交流学習し、異文化理解教育を促

進するための総合的な学習の時間等

のカリキュラムを研究し、試行す

る。

H30

46．国際教育センターやJICAなどと

交流学習し、異文化理解教育を促進

するための総合的な学習の時間等の

カリキュラムを展開する。
R1

46．総合的な学習の時間等で異文化

理解教育を促進するためのカリキュ

ラムを検証の上、改善を行う。 R2

46．総合的な学習の時間等で異文化

理解教育を促進するためのカリキュ

ラムを検証し、その完成に向けて、

体制を構築する。
R３

46．異文化理解教育を促進するため

のカリキュラムを構築する。

Ⅲ 中期計画を十分に実施している。

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標

１ 組織運営の改善に関する目標

17．学長のリーダーシップの下、大学資源の効果的

な配分を行い、学内外の意見を積極的に取り入れ、

戦略的かつ機動的な大学運営を推進する。

47．学長のリーダーシップの下、大学情報の集

約・分析等を担う大学評価IRマネジメントセン

ターと連携し、財務諸表等の基礎データに基づく

経営分析や各部局の取組実績の評価等を通して、

大学資源を戦略的・機動的に配分する。

H28

47．本学の強み・特色を発揮するた

め、学長のリーダーシップにより、

本学のビジョンに基づいた戦略的な

資源配分を行う。 H29

47．本学の強み・特色を発揮するた

め、学長のリーダーシップにより、

本学のビジョンに基づいた戦略的な

資源配分を行うとともに、大学評価

IRマネジメントセンター（旧IR推進

室）と連携し、定量的な指標に基づ

く予算の傾斜配分を行う。

H30

47．本学の強み・特色を発揮するた

め、学長のリーダーシップにより、

本学のビジョンに基づいた戦略的な

資源配分を行うとともに、大学評価

IRマネジメントセンターと連携し、

定量的な指標に基づく予算の傾斜配

分を行う。

R1

47．本学の強み・特色を発揮するた

め、学長のリーダーシップにより、

本学のビジョンに基づいた戦略的な

資源配分を行うとともに、大学評価

IR マネジメントセンターと連携し、

定量的な指標に基づく予算の傾斜配

分を行う。

R2

47．本学の強み・特色を発揮するた

め、学長のリーダーシップにより、

本学のビジョン及び国立大学改革方

針に基づいた戦略的な資源配分を行

うとともに、大学評価IR マネジメン

トセンターと連携し、評価結果に基

づく予算配分を行う。

R３

47．学長のリーダーシップにより戦

略的な資源配分を行うとともに、大

学評価IRマネジメントセンターを活

用し、評価結果に基づく予算配分を

行う。

Ⅲ 中期計画を十分に実施している。

48．社会からの要請を大学運営に的確に反映

し、戦略的かつ機動的な大学運営を行うため、経

営協議会の他、顧問で構成されるアドバイザリー

会議での意見を積極的に活用する。また、大学運

営が適切に行われるよう、監事に対し教育研究や

社会貢献の状況、大学のガバナンス体制等に関す

る情報を継続的に提供する。

H28

48．経営協議会及びアドバイザリー

会議の委員の意見を大学運営に反映

させるとともに、監事に対し、監事

の職務及び権限に基づく必要な情報

を提供する。

H29

48．経営協議会及びアドバイザリー

会議の委員の意見を大学運営に反映

させる。また、監事の職務権限に基

づき必要な情報を監事に提供する。 H30

48．経営協議会及びアドバイザリー

会議の意見を大学運営に活用するた

め、学内関係部署での検討を行な

う。また、監事に対し、監事の職務

及び権限に基づく必要な情報を提供

する。

R1

48．経営協議会及び沖縄産学官協働

人材育成円卓会議等での意見を、大

学運営に活用する。また、監事に対

し、監事の職務及び権限に基づく必

要な情報を提供する。

R2

48．経営協議会及び地域の行政機

関・産業界・高等教育機関等で構成

する沖縄産学官協働人財育成円卓会

議等での意見を、大学運営に活用す

る。また、監事に対し、監事の職務

及び権限に基づく必要な情報を提供

する。

R３

48．経営協議会及び地域の行政機

関・産業界・高等教育機関等で構成

する沖縄産学官協働人財育成円卓会

議等での意見を、大学運営に活用す

る。また、監事に対し、必要な情報

を提供する。

Ⅲ 中期計画を十分に実施している。

18．人材の多様性や流動性を高めて、教育研究の活

性化を図る。

49．適切な業績評価体制による年俸制の適用教

員比率を12％以上に拡大するとともに、混合給

与制度の併用によって、教育・研究・管理運営等

において優れた業績を有する多様な人材を確保す

る。

H28

49．適切な業績評価体制の整備を進

めるとともに、年俸制の適用教員を

確保する。また、混合給与制度の運

用を開始する。
H29

49．適切な業績評価体制により、年

俸制の適用教員比率を拡大するため

の取組を行う。また、混合給与制度

の運用を推進し、多様な人材の確保

を進める。

H30

49．教員に年俸制を適用するための

取組を行う。また、混合給与制度の

運用を推進するための取組を行う。 R1

49．教員に年俸制を適用するための

取組を行う。また、混合給与制度の

運用を推進し、多様な人材を確保す

る。
R2

49．今年度から導入が決定した業績

評価に基づいた年俸制による適用教

員の確保に努める。また、混合給与

制度の運用を推進し、多様な人材を

確保する。

R３

49．年俸制の適用教員比率を拡大す

る。また、混合給与制度等により多

様な人材を確保する。 Ⅲ 中期計画を十分に実施している。

50．高い専門性を必要とする業務に携わる職員

（リサーチ・アドミニストレーターなど）のキャ

リアパスを含めた研究推進機構等の組織・運営体

制を平成31年度までに整備する。
H28

50．高い専門性を必要とする業務に

携わる職員の確保方策を整備する。

H29

50．高い専門性を必要とする業務に

携わる職員の確保とともに、その

キャリアパスについて整備する。 H30

50．高い専門性を必要とする業務に

携わる職員の確保とそのキャリアパ

スについて整備する。 R1

50．研究推進機構等の組織・運営体

制について検証し、必要な整備を行

う。 R2

50．令和元年度に体制の見直しを

行った研究推進機構及び地域連携推

進機構に、高い専門性を有する実務

家を新たな専任教員として配置す

る。

R３

50．高い専門性を必要とする業務に

携わる職員を確保するため、安定的

に雇用できる財源を確保する。 Ⅲ 中期計画を十分に実施している。

１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置

（３）附属学校に関する目標を達成するための措置

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置



51．ダイバーシティを推進し、多様な人材が活

躍できる環境を整備するとともに、支援体制の充

実・強化に向けて取り組む。また、女性管理職の

割合を20％以上に高める。
H28

51．教職員がワーク・ライフ・バラ

ンスを確保できるよう育児・介護支

援制度等を整備・実施する。また、

女性の管理職を育成するための研修

制度を整備する。 H29

51．教職員がワーク・ライフ・バラ

ンスを確保できるよう育児・介護支

援制度等を整備・実施する。また、

女性の管理職を育成するための研修

を実施するとともに、柔軟な勤務制

度を整備する。

H30

51．教職員のワーク・ライフ・バラ

ンスを確保するための育児・介護支

援制度や、職員の妊娠・出産に配慮

した職場環境の改善、女性管理職を

育成するための研修等の取組の継続

とさらなる充実を図る具体的な方策

を実施する。女性管理職の割合20％

以上に向けた取組を行う。

R1

51．教職員のワーク・ライフ・バラ

ンスを確保するための育児・介護支

援制度や、女性・外国人・障がい者

等に配慮した職場環境、就学環境の

改善に向けた取組を継続、充実させ

る。また、女性管理職を育成するた

めの研修等を実施し、女性管理職の

割合20％以上に向けた取組を行う。

R2

51．ダイバーシティの推進に関する

これまでの取組を検証し、中期計画

の着実な実施に必要な見直しを行

う。また、女性管理職の育成のため

の研修等を実施し、女性管理職の割

合20％以上に向け、女性管理職の積

極的な登用を推進する。

R３

51．ダイバーシティ＆インクルー

ジョンを推進し、多様な人材が活躍

できる環境を充実させる。また、女

性管理職の割合を20％以上に維持す

る。 Ⅳ 中期計画を上回って実施している。

２ 教育研究組織の見直しに関する目標

19．本学の有する強み、特色及び地域ニーズを踏ま

え、豊かな未来社会を地域と共に実現していく大学

に相応しい教育研究組織づくりを推進する。

52．地域活性化に資する人材育成機能の強化や

グローバル化に対応するため、教員養成系学部・

大学院、人文社会科学系及び学際系学部・大学

院、理工系学部・大学院の組織の再編・整備を行

う。その際、教育学部生涯教育課程を廃止し、教

員養成系修士課程の一部は教職大学院に、一部は

再編した大学院にすみやかに統廃合する。また、

法科大学院やその他の教育研究組織についても、

社会情勢を踏まえて必要な見直しを行う。さら

に、共同利用・共同研究拠点においては、研究者

コミュニティのニーズ等を調査し、その結果を踏

まえて機能を強化する。

H28

52．生涯教育課程の廃止を含めた教

育学部の改組、農学分野における栄

養士養成機能を付加した教育組織の

見直し、地域振興策を踏まえた工学

部改組計画を策定する。また、前年

度までに決定した計画に基づき、教

育学研究科に教職大学院（高度教職

実践専攻）を設置する。さらに、熱

帯生物圏研究センターにおいては、

研究者コミュニティのニーズ等を調

査する。

H29

52．人文社会科学系学部及び学際系

学部改組を計画する。また、大学院

の再編・整備構想に基づいて具体的

な計画を策定する。

H30

52．人文社会科学系研究科の改組計

画を策定するとともに、理工系研究

科の改組に向けた検討を開始する。

また、教職大学院（高度教職実践専

攻）の機能強化を進める。

R1

52．人文社会科学系研究科の改組計

画の一部見直しを行うとともに、理

工学研究科の改組計画を策定する。

R2

52．人文社会科学系研究科及び理工

学研究科の改組計画を策定する。

R３

52．人文社会科学系研究科の改組計

画を策定する。

Ⅲ 中期計画を十分に実施している。

53．本学の教育研究及び社会貢献機能の強化に

向けて、全学的な重点施策を牽引させるため、グ

ローバル教育支援機構、研究推進機構及び地域連

携推進機構等において学内外の人材が協働するプ

ラットホームを整備する。

H28

53．地域連携推進機構を設置し、交

流人材センター（仮称）を整備し

て、人的資源の確保を進める。 H29

53．本学の国際化に係る重点施策を

全学的な観点から推進するため、国

際戦略本部を設置する。 H30

53．これまでの状況を踏まえ、既存

のプラットホームを拡充する。

R1

53．教育研究及び産学連携に関する

プラットホームの強化に向けた取組

を行う。 R2

53．学内外の人材が協働するプラッ

トホームを活用して、産学官連携に

よる研究推進及び人材育成に関する

取組を行う。

R３

53．学内外の人材が協働するプラッ

トホームを機能させ、地域貢献機能

の強化に向けた取組を推進する。 Ⅲ 中期計画を十分に実施している。

３ 事務等の効率化・合理化に関する目標

20．職員の能力向上を図るとともに、事務業務の効

率化、省力化、組織編成の見直し等の改善を行う。

54．事務系職員の外国語能力や大学運営を支え

る企画力、コミュニケーション力などを育成する

ための研修プログラムを整備するとともに、外部

研修への経費支援や派遣枠の拡大等により参加支

援を強化する。 H28

54．職員の語学能力や大学運営を支

える能力を育成する研修プログラム

を含め学内外の研修プログラムを体

系化して整備・充実し、法人運営を

支える職員の資質･能力を向上させ

る。
H29

54．職員の語学能力や大学運営を支

える能力を育成する研修プログラム

を含め学内外の研修プログラムを体

系化して整備・充実し、法人運営を

支える職員の資質･能力を向上させ

る。また、外部研修への参加支援策

を実施する。

H30

54．職員の語学能力や大学運営を支

える能力を育成する研修プログラム

を含め学内外の研修プログラムを体

系化して整備・充実させるための、

新たなSDの方針を策定し、実施す

る。また、外部研修への参加支援策

を実施する。

R1

54．職員の語学能力や大学運営を支

える能力を育成する研修プログラム

を含め学内外の研修プログラムを体

系化して整備・充実させ、平成30年

度に策定したＳＤの方針に基づき、

具体的なプログラムを実施する。ま

た、外部研修への参加支援策を実施

する。

R2

54．職員の語学能力や大学運営を支

える能力を育成する研修プログラム

を含め学内外の研修プログラムを体

系化して整備・充実させるととも

に、本学が策定した職員育成プラン

（ちゅーばー職員育成プラン）に

沿って研修プログラムを着実に実施

する。また、外部研修への参加支援

策を実施する。

R３

54．職員の語学能力や大学運営を支

える能力を体系的に育成するため職

員育成プラン（ちゅーばー職員育成

プラン）に沿って研修プログラムを

着実に実施する。また、外部研修

（オンライン研修を含む。）への参

加支援策を継続して実施する。

Ⅲ 中期計画を十分に実施している。

55．新たな機構等（大学運営推進組織）の設置

に伴い、人材の有効活用を図り、効率的で合理的

な事務組織の改編を行う。
H28

55．新たな機構等の設置に伴い、所

管する事務組織について見直しを行

い、業務に見合った適正な人員を配

置する。

H29

55．グローバル教育支援機構と国際

戦略本部の充実のため、学生部と総

合企画戦略部の見直しを行う。
H30

55．効率的で合理的な事務組織の改

編を進め、人材の有効活用を図る。
R1

55．人材の有効活用を図り、効率的

で合理的な事務組織の改編を行う。
R2

55．事務組織について、大学の将来

計画等を踏まえた検証を行い、人材

の有効活用を図り、効率的で合理的

な改編を行う。

R３

55．事務組織について、人材の有効

活用を図り、効率的で合理的な改編

を行う。
Ⅲ 中期計画を十分に実施している。

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標

１ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加

に関する目標

56-1．競争的外部資金の情報収集を

積極的に進め、新しく外部資金公募

情報検索webサイトを開設、申請書

作成ワークショップ・説明会等を実

施する。

56-1．競争的外部資金の獲得支援に

ついて、これまでの取組と成果を検

証し、きめ細やかな支援活動を展開

する。

56-1．URA等による競争的外部資金

の獲得支援をPDCAサイクルによっ

て進める。

56-1．競争的外部資金の獲得支援を

採択結果に基づいて検討・改善し、

実施する。

56-1．URAの活用による外部資金の

情報収集や応募企画の立案を通じ

て、大型競争的資金等を獲得する。

56-1．URAの活用による外部資金

の情報収集や応募企画の立案を通じ

て、大型競争的資金等を獲得する。

56-2．琉球大学基金を設置し、実施

体制を整備する。また、広報活動を

強化し、新たな寄附者の開拓などに

より、寄附金の獲得を目指す。

56-2．前年度に設置した基金室を中

心に広報活動を強化し、新たな寄附

者の開拓などにより、寄附金の獲得

を目指す。

56-2．平成32年度（2020年）の開

学70周年事業に向けた寄附金及び特

定目的のために設置された基金の広

報活動を行うことにより、寄附金を

獲得する。

56-2．平成32年度（2020年）に向

けた開学70周年事業募金及び琉球大

学基金の広報活動をそれぞれのス

テークホルダーに行い、新たな寄附

者を獲得する。

56-2．大学基金や開学70周年事業

募金の寄附金獲得に向け、多様なス

テークホルダーに対応した広報を行

う。また、寄附金等の外部資金の受

入拡大に向け、有価証券等の新たな

受入れの仕組みを構築する。

56-2．基金室の実施体制を見直すと

ともに、新たな寄附方式を導入し、

広報活動を強化する。

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置

22．効率的な組織運営に資するため人件費を適正に

管理するとともに、管理的経費を抑制する。

57．総人件費を抑制するため、平成28年度に策

定する人件費の長期的な管理計画（人件費管理計

画）に沿って人件費を適正に管理するとともに、

随時、人件費管理計画の見直しを行う。 H28

57．総人件費を抑制するため、人件

費の長期的な管理計画（人件費管理

計画）を策定する。

H29

57．総人件費の抑制に向けて、前年

度に策定した人件費管理計画に沿っ

て適正に人件費を管理する。

H30

57．平成28年度に策定した人件費管

理計画に沿って適正に人件費を管理

し、総人件費の抑制に努める。ま

た、人件費管理計画の検証を行い、

課題（人事院勧告による増等）に対

応するため、新たな人件費管理計画

を策定する。

R1

57．平成28年度に策定した人件費管

理計画に沿って適正に人件費を管理

し、総人件費の抑制に努める。ま

た、平成30年度に策定した人件費管

理計画に基づき取組を実施する。
R2

57．平成28年度に策定した人件費管

理計画に沿って適正に人件費を管理

し、総人件費の抑制に努める。ま

た、会計担当部署と連携し、人件費

管理計画の検証を行う。
R３

57．平成28年度に策定した人件費管

理計画に沿って適正に人件費を管理

し、総人件費の抑制に努める。ま

た、人事担当部署と会計担当部署が

連携し、人件費管理計画の検証を行

う。

Ⅲ 中期計画を十分に実施している。

58．教職員のコスト意識を啓発するとともに、

管理的経費の状況の検証を行い、一般管理費比率

を3.5％以内に抑制する。 H28

58．教職員のコスト意識を啓発する

とともに、固定経費の適正化（一般

管理費比率3.5％以内）に取り組む。 H29

58．教職員のコスト意識を啓発する

とともに、固定経費の適正化（一般

管理費比率３．５％以内）に取り組

む。

H30

58．教職員のコスト意識を啓発する

とともに、固定経費の適正化（一般

管理費比率3.5％以内）に取り組む。 R1

58．教職員のコスト意識を啓発する

とともに、固定経費の適正化（一般

管理費比率3.5％以内）に取り組む。 R2

58．教職員のコスト意識を啓発する

とともに、固定経費の適正化（一般

管理費比率3.5％以内）に取り組む。 R３

58．教職員のコスト意識を啓発する

とともに、固定経費の適正化（一般

管理費比率3.5％以内）に取り組む。 Ⅲ 中期計画を十分に実施している。

中期計画を上回って実施している。R2 R３ Ⅳ

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置

21．大型競争的資金及びその他外部資金を戦略的に

獲得する。

56．URA（リサーチ・アドミニストレーター）

による外部資金の情報収集や応募企画の立案な

ど、外部資金獲得支援機能を強化し、大型競争的

資金を獲得する。また、基金創設の一環として、

ステークホルダーに対応した広報活動を行い、寄

附金等の外部資金を獲得する。 H28 H29 H30 R1

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置

３ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置



３ 資産の運用管理の改善に関する目標

23．大学経営の安定化に資するため、資金を効果的

に運用・管理する。

59．寄附金や大学運営費の収支状況に基づき、

余裕金の運用計画を策定し、流動性、安全性を確

保した資金の運用管理を行い、効果的に運用収入

を確保する。
H28

59．定期預金や長期債権の期間・金

額等を盛り込んだ資金運用計画策定

により、安全性を確保しつつ利息収

入がより高額となるよう余裕資金の

運用に取り組む。

H29

59．定期預金や長期債権の期間・金

額等を盛り込んだ資金運用計画策定

により、安全性を確保しつつ利息収

入がより高額となるよう余裕資金の

運用に取り組む。

H30

59．定期預金や長期債権の期間・金

額等を盛り込んだ資金運用計画策定

により、安全性に配慮しつつ収益を

確保するよう余裕資金の運用に取り

組む。

R1

59．定期預金や長期債権の期間・金

額等を盛り込んだ資金運用計画策定

により、安全性に配慮しつつ収益を

確保するよう余裕資金の運用に取り

組む。

R2

59．定期預金や長期債権の期間・金

額等を盛り込んだ資金運用計画策定

により、安全性に配慮しつつ収益を

確保するよう余裕資金の運用に取り

組む。

R３

59．資金運用計画を策定し、流動

性、安全性に配慮しつつ、収益を効

果的に確保できるように余裕資金の

運用に取り組む。
Ⅲ 中期計画を十分に実施している。

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供

に関する目標

１ 評価の充実に関する目標

24．大学の教育研究及び組織運営の改革と改善に繋

がる客観的かつ効果的な自己点検・評価活動を行

う。

60．教育・研究等に関する大学活動状況につい

て外部評価結果等を活用した分析に基づき、自己

点検・評価を実施する。

H28

60．自己点検・評価結果に基づく改

善活動を強化するため、プロジェク

トシートの活用を核とした中期目

標・中期計画進捗管理システムを確

立・運用する。 H29

60．法人評価結果の分析と全学的共

有を行い、中期目標・中期計画推進

管理システムに基づいて、改善・是

正活動を促進するため、客観的デー

タ活用による自己点検・評価を実施

する。

H30

60．客観的データを活用した外部評

価結果の分析に基づく改善・是正活

動の状況について、全学的に共有

し、中期目標・中期計画推進管理シ

ステムの効果を把握する。 R1

60．教育研究の質的向上に向けて、

評価結果の分析及び全学的共有を行

うとともに、4年目終了時評価に向

け、IRの活用による各部局を対象と

した進捗の点検を実施する。 R2

60．評価結果の分析及び全学的共有

を行うとともに、４年目終了時評価

に向けて、IRの活用による各部局を

対象とした進捗の点検を実施し、対

象部局の改善支援を行う。また、期

末評価に向けて、４年間の取組を検

証し、中期目標の達成に向けたモニ

タリングを強化する。

R３

60．４年目終了時評価結果の分析と

全学的共有を行い、客観的データ活

用による改善活動を推進する。

Ⅳ 中期計画を上回って実施している。

61．教育研究組織の改革を含めた組織運営活動

等の改善を支援するため、客観性を有するデータ

を活用した自己点検・評価を行う体制を構築す

る。

H28

61．学内の評価関連の委員会及び大

学評価センターとIR推進室との連携

に基づいてIR機能等を活用した評価

活動を実施できるよう、全学的な自

己点検・評価体制の見直しを行う。 H29

61．本学の新たな自己点検・評価体

制に基づいて、各部局等と大学評価

IRマネジメントセンター（旧IR推進

室）が連携し、法人評価結果等を分

析し、本学の活動の改善に資する情

報を提供する。
H30

61．本学の自己点検・評価関連組織

と大学評価IRマネジメントセンター

各部門がIR機能を活かして連携し、

法人評価及び認証評価の結果を分析

し、客観的データに基づく改善・是

正に活用可能な情報を提供する。
R1

61．本学の自己点検・評価関連組織

と大学評価IRマネジメントセンター

各部門がIR機能を活かして連携し、

客観的な大学活動データの提供とモ

ニタリングを行うとともに、4年目終

了時評価に向けた中期計画の実施状

況の把握等を通じて、本学の強み・

特色を伸長する自己点検・評価活動

を実施する。

R2

61．自己点検・評価関連組織と大学

評価IRマネジメントセンターが連携

し、第三者評価の次期サイクルを考

慮した全学的な自己点検・評価活動

となるよう、内部質保証体制の見直

しを開始する。
R３

61．第三者評価の次期サイクルを考

慮した全学的な自己点検・評価体制

を構築する。

Ⅲ 中期計画を十分に実施している。

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標

25．戦略的広報を強化し、ステークホルダーを視野

に入れて大学情報を積極的に発信する。

62．平成27年度に策定した広報戦略及びアク

ションプランを随時見直し、ステークホルダーに

向けた広報活動を強化するとともに、大学情報に

ついて、各種の広報媒体を活用して国内外に発信

する。

H28

62．大学情報について各種の広報媒

体を活用し、国内外へ発信する。

H29

62．広報戦略におけるUI（ユニバー

シティ・アイデンティティ）策定の

ための工程表に基づき、具体的な開

発を進めるとともに、情報発信力を

強化する取組を行う。

H30

62．ステークホルダーに対して効果

的なアプローチを行うよう広報戦略

及びアクションプランを見直し、そ

れを踏まえて大学の知名度及び認知

度を上げるための必要な取組を行

う。

R1

62．第４期中期目標期間を見据えて

広報戦略とアクションプランを見直

しつつ、多様なステークホルダーに

対して大学情報に関する広報を行

う。

R2

62．多様なステークホルダーに向

け、より効果的な情報発信を行うた

め、広報戦略とアクションプランを

見直す。特にSNSや外国語版ホーム

ページ等の活用による情報発信を行

う。

R３

62．インターナルコミュニケーショ

ン及び情報発信力の向上を目標とし

て広報戦略プランを見直す。特に情

報収集方法の確立や広報委員会の体

制整備などにより広報体制を強化す

る。

Ⅳ 中期計画を上回って実施している。

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標

63-1．キャンパス・リファイン計画

を策定するとともに活用状況調査に

より施設の有効活用と教育研究環境

の向上のため計画的な施設整備を実

施する。

63-1．施設の有効活用と教育研究環

境の向上のため活用状況調査を実施

し、計画的な施設整備を行う。

63-1．施設の有効活用と教育研究環

境の向上のため活用状況調査を実施

し、計画的な施設整備を行う。

63-1．施設の有効活用と教育研究環

境の向上のため活用状況調査を実施

し、計画的な施設整備を行う。

63-1．施設の有効活用と教育研究環

境の向上のため活用状況調査を実施

し、計画的な施設整備を行う。

63-1．施設の有効活用と教育研究環

境の向上のため活用状況調査を実施

し、計画的な施設整備を行う。

63-2．学内の研究等機器の利用状況

調査を行い、共同利用可能な設備の

有効利用を促進するとともに、設備

マスタープランを定期的に見直し、

計画的な設備更新を行う。

63-2．共同利用可能な設備の利用に

関する運用ルールを策定し、既存設

備の有効利用を促進するとともに、

設備マスタープランを定期的に見直

し、計画的な設備更新を行う。

63-2．共同利用可能な設備の利用に

関する運用システムを構築し、既存

設備の有効利用を促進するととも

に、設備マスタープランを定期的に

見直し、計画的な設備更新を行う。

63-2．共同利用可能な設備の有効活

用を促進するとともに、設備マス

タープランを定期的に見直し、計画

的な設備更新を行う。

63-2．学外研究機関との連携協定を

活用して、共同利用可能な設備の有

効活用を促進するとともに、設備マ

スタープランを見直し、計画的な設

備更新を行う。

63-2．学外研究機関との連携協定を

活用して、共同利用可能な設備の有

効活用を促進するとともに、設備マ

スタープランを見直し、計画的な設

備更新を行う。

27．地球環境への配慮や施設運営の効率化のために

省エネルギーマネジメントを行う。

64．亜熱帯気候特有の環境に配慮した地球温暖

化対策及び施設の省エネルギー改修を国の財政状

況を踏まえ計画的に実施し、効果を検証してその

結果を省エネルギー改修計画に反映させる。

H28

64．地球温暖化対策として環境活動

計画及び省エネルギー改修計画を立

案・実施し、エネルギー量の削減に

取り組む。

H29

64．地球温暖化対策として環境活動

計画及び省エネルギー改修計画を実

施し、エネルギー量の削減に取り組

む。

H30

64．地球温暖化対策として環境活動

計画及び省エネルギー改修計画を実

施する。 R1

64．地球温暖化対策として環境活動

計画及び省エネルギー改修計画を実

施する。 R2

64．地球温暖化対策として環境活動

計画及び省エネルギー改修計画に基

づいた取組を実施する。 R３

64．地球温暖化対策として環境活動

計画及び省エネルギー改修計画に基

づいた取組を実施する。 Ⅲ 中期計画を十分に実施している。

２ 安全管理に関する目標

28．大学運営に関し、安全を確保するための措置を

行い、労働安全衛生法を踏まえた安全管理体制を堅

持する。

65．災害発生等に対応した安全管理体制を整備

するとともに、学生及び教職員に対し健康で安全

な教育・職場環境の保持・改善に取り組む。

H28

65．災害発生を想定した職場巡視や

作業環境測定等により安全衛生対策

を検証し、必要に応じマニュアルを

見直す。また、学生及び教職員の健

康の保持・増進に取り組む。 H29

65．災害発生を想定した職場巡視や

作業環境測定等により安全衛生対策

を検証し、必要に応じマニュアルを

見直す。また、学生及び教職員の健

康の保持・増進に努める。 H30

65．災害発生を想定した職場巡視や

作業環境測定等により安全衛生対策

を検証し、必要に応じマニュアルを

見直す。また、学生及び教職員の健

康の保持・増進に努める。 R1

65．災害発生を想定した職場巡視や

作業環境測定等により安全衛生対策

を検証し、必要に応じマニュアルを

見直す。また、学生及び教職員の健

康の保持・増進に努める。さらに、

健康増進法の改正の趣旨を踏まえ、

学内における禁煙対策を実施する。

R2

65．災害発生を想定した職場巡視や

作業環境測定等により安全衛生対策

を検証し、必要に応じマニュアルを

見直す。また、学生及び教職員の健

康の保持・増進に努める。敷地内全

面禁煙へ移行したことを踏まえ、望

まない受動喫煙を防止する環境の維

持に取り組む。

R３

65．災害発生を想定した職場巡視や

作業環境測定等により安全衛生対策

を検証し、必要に応じマニュアルを

見直す。また、遠隔授業や在宅勤務

のような新たな修学・就労環境への

配慮を含め、学生及び教職員の健康

を保持し増進する。

Ⅲ 中期計画を十分に実施している。

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置

26．教育・研究を活性化するため、既存施設設備の

有効活用を促進するとともに、教育研究に即した環

境を創出する。

63．施設スペースの調査及び設備の利用状況調

査を行い、既存施設設備の活用状況を把握して有

効活用を促進するとともに、国の財政状況を踏ま

え教育研究に則した施設設備の整備を行う。

Ⅳ 中期計画を上回って実施している。H28 H29 H30 R1 R2 R３



３ 法令遵守等に関する目標

29．大学情報資産等の管理徹底を図るための管理体

制を再構築し、情報セキュリティ対策を強化する。

66．情報セキュリティポリシーに関する規定等

を見直すとともに学内の情報基盤整備・管理及び

総合情報処理センターで取得したISMS（情報セ

キュリティマネジメントシステム）の教育水準で

セキュリティ教育を充実する。また、学内で端末

等を利用する全教職員・学生に対し、検疫システ

ムの機能を利用し、効果的なユーザ教育・啓発を

行い、セキュリティ意識の改革を促す。
H28

66．適切に学内の情報基盤管理を行

い、必要に応じて情報セキュリティ

ポリシーに関する規程等の見直しを

行う。また、総合情報処理センター

で取得したISMS（情報セキュリ

ティマネジメントシステム）に基づ

きセキュリティ教育を充実させると

ともに、全教職員・学生に対し、

ユーザ教育・啓発を行い、セキュリ

ティ意識の改革を促す。

H29

66．前年度に策定した情報セキュリ

ティ対策基本計画に基づきインシデ

ントの発生防止対策等に取り組み、

適切に学内の情報基盤管理を行い、

必要に応じて情報セキュリティポリ

シーや関連する規程等の見直しを行

う。また、総合情報処理センターで

取得したISMS（情報セキュリティ

マネジメントシステム）に基づきセ

キュリティ教育の充実を図るととも

に、全教職員・学生に対し、ユーザ

教育・啓発を行い、セキュリティ意

識の改革を促す。

H30

66．平成28年度に策定した情報セ

キュリティ対策基本計画に基づきイ

ンシデントの発生防止対策等に取り

組み、適切に学内の情報基盤管理を

行い、必要に応じて情報セキュリ

ティポリシーに関する規程等の見直

しを行う。また、総合情報処理セン

ターで取得したISMS（情報セキュリ

ティマネジメントシステム）に基づ

きセキュリティ教育の充実を図ると

ともに、全教職員・学生に対し、

ユーザ教育・啓発を行い、セキュリ

ティ意識の改革を促す。

R1

66．適切に学内の情報基盤管理を行

い、必要に応じて情報セキュリティ

ポリシーに関する規程等の見直しを

行う。また、総合情報処理センター

で取得したISMS（情報セキュリティ

マネジメントシステム）に基づきセ

キュリティ教育の充実を図るととも

に、全教職員・学生に対し、ユーザ

教育・啓発を行い、セキュリティ意

識の改革を促す。

R2

66．情報セキュリティポリシーに基

づいて情報基盤管理を適切に行い、

必要に応じて関連規程等の見直しを

行う。また、総合情報処理センター

で取得したISMS（情報セキュリティ

マネジメントシステム）に基づい

て、全教職員・学生に対し、ユーザ

教育・啓発を行い、セキュリティ意

識の向上を促す。

R３

66．情報セキュリティポリシーに基

づいて情報基盤管理を適切に行い、

必要に応じて関連規程等の見直しを

行う。また、ISMS（情報セキュリ

ティマネジメントシステム）に基づ

いて、全教職員・学生に対し、ユー

ザ教育・啓発を行い、セキュリティ

意識の向上を促す。
Ⅲ 中期計画を十分に実施している。

67．総合情報処理センターで取得したISMS（情

報セキュリティマネジメントシステム）制度に基

づいた運用を行うとともに、情報基盤統括セン

ターとして全学的な組織に見直し、情報セキュリ

ティの管理体制の整備・信頼性の向上等の取組を

強化する。
H28

67．総合情報処理センターで取得し

たISMS（情報セキュリティマネジ

メントシステム）に基づいた運用を

行う。また、情報基盤統括センター

（仮称）として全学的な組織見直し

の具体的な計画（案）を策定する。
H29

67．総合情報処理センターで取得し

たISMS（情報セキュリティマネジ

メントシステム）に基づいた運用を

行う。また、情報基盤統括センター

（仮称）として全学的な組織見直し

（案）を策定する。
H30

67．総合情報処理センターで取得し

たISMS（情報セキュリティマネジメ

ントシステム）に基づいた運用を行

う。また、情報基盤統括センター

（仮称）として改組（案）を策定す

る。
R1

67．総合情報処理センターで取得し

たISMS（情報セキュリティマネジメ

ントシステム）に基づいた運用を行

う。また、情報基盤統括センター

（仮称）として全学的な組織に見直

し、情報セキュリティの管理体制の

整備・信頼性の向上等の取組を強化

する。

R2

67．総合情報処理センターで取得し

たISMS（情報セキュリティマネジメ

ントシステム）を適切に運用する。

また、総合情報処理センターの改組

を実施し、情報セキュリティの管理

体制の整備・信頼性の向上等の取組

を強化する。

R３

67．ISMS（情報セキュリティマネ

ジメントシステム）に基づき、学内

の情報セキュリティを適切に運用す

る。また、総合情報処理センターを

情報基盤統括センターへと改組し、

情報セキュリティの管理体制の整

備・信頼性の向上等の取組を強化す

る。

Ⅳ 中期計画を上回って実施している。

30．適正な大学運営及び本学の社会的信頼の向上を

図るため、コンプライアンス体制を整備する。

68．コンプライアンス・危機管理室を設置し

て、内部統制を強化するとともに、教職員のコン

プライアンス意識を高めるため、コンプライアン

ス研修等の具体的な諸施策を立案して実施すると

ともに、業務方法書に基づくモニタリング（点

検・評価）を恒常的に実施する。

H28

68．コンプライアンス推進室（仮

称）を設置し、コンプライアンスの

取組を推進する体制及び関係規則等

を整備する。 H29

68．コンプライアンス意識を高める

ための諸施策及びモニタリングを実

施する。
H30

68．内部統制の強化に取り組むとと

もに、平成29年度に実施したコンプ

ライアンス意識を高めるための諸施

策及びモニタリングを引き続き実施

する。

R1

68．内部統制を強化するとともに、

コンプライアンス意識を高めるため

の諸施策及びモニタリングを恒常的

に実施する。 R2

68．設置したコンプライアンス・危

機管理室において、コンプライアン

ス研修等の具体化について、検討を

行う。 R３

68．教職員のコンプライアンス意識

を更に高めるための研修を実施する

とともに、内部統制チェックリスト

によるモニタリングを行う。 Ⅲ 中期計画を十分に実施している。

31．研究における不正行為及び研究費の不正使用の

防止に関し、ガイドラインに基づく適正な管理体制

を確立する。

69．研究における不正行為及び研究費の不正使

用の防止に関し、各種規程、規範及び方針の周知

を徹底するとともに、eラーニングやセミナー等

による倫理教育を行う。さらに不正防止の意識を

高める取組を点検し、改善を行う。

H28

69．研究における不正行為及び研究

費の不正使用の防止に資するため、e

ラーニングを実施するほか、各種規

程の改正等を行う。
H29

69．研究における不正行為及び研究

費の不正使用の防止に資するため、e

ラーニングを充実させるほか、必要

に応じて関連規程の改正等を行う。
H30

69．研究における不正行為及び研究

費の不正使用の防止に資するため、e

ラーニングを充実させるほか、必要

に応じて関連規程の改正等を行う。
R1

69．研究における不正行為及び研究

費の不正使用の防止に資するため、e

ラーニングを充実させるほか、必要

に応じて関連規程の改正等を行う。
R2

69．研究における不正行為及び研究

費の不正使用の防止に資するための

取組を実施する。
R３

69．eラーニングやセミナー等を通

じた倫理教育を実施する。

Ⅲ 中期計画を十分に実施している。

４ 上原キャンパス移転に関する目標

32．国際医療拠点形成にむけ、医学部及び附属病院

の移転計画を推進する。

70．医学部及び附属病院の移転基本構想に基づ

き、基本計画及び基本設計を作成し、国の財政状

況を踏まえ移転に向けた作業を進める。
H28

70．医学部及び附属病院の移転基本

構想に基づき、基本計画を作成す

る。
H29

70．医学部及び附属病院の移転基本

計画に基づき、基本設計の作成に着

手する。
H30

70．医学部及び附属病院の移転基本

計画に基づき、基本設計を作成し、

実施設計に着手する。
R1

70．医学部及び附属病院の基本設計

に基づき、実施設計を行う。

R2

70．医学部及び附属病院の実施設計

に基づき、移転工事に着手する。

R３

70．病院については移転工事を円滑

に進め、医学部関連施設については

設計施工一括発注方式による整備に

着手する。
Ⅲ 中期計画を十分に実施している。

４ 上原キャンパス移転に関する目標を達成するための措置

３ 法令遵守等に関する目標を達成するための措置


